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基本目標と施策体系 

基本目標 

前章で述べた調布市を取り巻く環境や市民ニーズ等を踏まえ，調布市基本構想や調布市都市計画

マスタープランで掲げた将来像等の実現に向け，調布市総合交通計画では，“安全・安心・快適”を

支える交通，“環境”に配慮した交通，“活力・魅力”を支える交通の３つの基本目標を設定します。 

 

(1) “安全・安心・快適”を支える交通 

安全で安心に暮らせる社会を構築するためには，高齢化の進行に伴い増加すると想定される

移動制約者，子どもなど，誰もが移動しやすい交通環境の整備が不可欠となっています。移動

制約者にとって重要な交通手段であるバス等の公共交通ネットワークの整備を含め，現在運行

している公共交通をより利用しやすいものにする必要があります。 

また，最も身近な交通手段である徒歩や自転車の通行環境の整備をとおして，安全かつ住み

続けられるまちづくりを目指します。誰もが快適に移動できる環境をつくることで移動が活発

化するとともに，まちの活性化を支えます。 

 

(2) “環境”に配慮した交通 

これまで以上に地球温暖化問題への対応が求められる中，調布市と調布市議会は，令和３

（２０２１）年４月１６日にゼロカーボンシティ宣言を共同で行い，国・東京都と連携し，市

民や事業者等の多様な主体と力を合わせて脱炭素社会の実現に向けて取り組むこととしていま

す。 

まちづくり・交通の分野においても，車の使い方の改革や電動化，公共交通への新たな技術

の導入，物流の効率化，脱炭素化・低炭素化等が求められ，効率的かつ効果的な道路ネットワ

ークの整備による自動車交通の円滑化と公共交通利用の更なる促進を図るとともに，短距離の

移動での徒歩・自転車利用を促進する等，公共交通や徒歩，自転車が利用しやすいまちづくり

の推進に取り組みます。 

 

(3) "活力・魅力"を支える交通 

まちの活性化や市内の魅力向上のため，まちづくりと連動しながら，中心市街地や駅周辺の

商業地域への交通の円滑化，中心市街地や拠点内でのウォーカブルな空間提供による回遊性の

向上を図ることが求められています。 

また，深大寺等の観光地に市外からの来訪者にも利用しやすい交通体系を構築し，調布市の

活力・魅力の向上に寄与していく必要があります。 

公共交通ネットワークや計画的な道路ネットワークの整備と既存道路の有効的な活用や改良

により，中心市街地や拠点へのアクセス性の向上を図り，にぎわいの創出とまちの活力向上に

努めて参ります。 

また，徒歩を基本とした移動は人々の健康にも繋がり，ウォーカブルな人中心の空間整備

等，居心地が良く，歩いて楽しめるまちづくりを進めることで，市内の魅力向上を図ります。  
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図 調布市総合交通計画の基本目標 
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交通施策の基本方針及び基本交通施策 

基本方針 

調布市を取り巻く環境や市民ニーズなどを踏まえ，基本目標の達成に向けて，以下の５つの基本

方針に基づき，基本交通施策を組み合わせることにより総合的な対応を図ります。 

 

基本方針１ 便利で快適な交通環境の確保 

調布市都市計画マスタープランで掲げている交通利便性の向上のための公共交通体系の充実の

実現に向け，便利で快適な交通環境の確保を基本方針とします。 

高齢化の更なる進行が見込まれる中で，公共交通ネットワークや公共交通の利用環境を整備す

ることにより，誰もが移動しやすい“安全・安心・快適”な交通環境を創出します。 

また，自転車や新たなモビリティ，新たな技術を活用することにより，効率的な公共交通ネッ

トワークを計画・整備し，中心市街地や拠点へのアクセス性を向上することで，まちの“活力・

魅力”を高めます。 

 

基本方針２ 環境負荷の少ない交通機関の整備 

ゼロカーボンシティ宣言，調布市環境基本計画における低燃費車等の利用及びエコドライブ普

及の啓発，交通体系の低炭素化，ＣＯ２排出量の削減，大気汚染の防止，調布市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）で示されている目標達成に向け，環境負荷の少ない交通機関の整備を基

本方針とします。 

公共交通を利用しやすくすることで，自動車利用から公共交通利用への更なる転換を図るとと

もに，環境にやさしい自動車の導入，安全で利用しやすい自転車利用環境の整備を促進すること

で，“環境”負荷の軽減を図ります。 

 

基本方針３ 適切に機能分担された快適な道路ネットワークの構築 

調布市都市計画マスタープランで掲げているまちの自立を促進し交流の基礎となる道路整備や

住宅地内の生活道路の地域特性に応じた整備の実現に向けて，適切に機能分担された快適な道路

ネットワークの構築を基本方針とします。 

調布駅付近の連続立体交差事業の実現により南北の分断が解消され，交通環境の改善が図られ

ていますが，広域道路網の整備や住宅地内における地区内道路網の整備などにより，“安全・安

心・快適”な交通環境の実現を図ります。 

また，効率的な広域道路網の構築は自動車通行性の向上につながり，“環境”負荷の軽減のほ

か，中心市街地や拠点へのアクセス性及び移動の活発化によりまちの“活力・魅力”向上に寄与

します。 
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基本方針４ 安全・安心に移動できる環境の整備 

調布市基本構想で掲げている「誰もが安全で円滑に移動できる，交通環境が整ったまち」を実

現し，調布市都市計画マスタープランの生活環境に配慮した交通需要管理や子どもや高齢者，障

害のある方を含め，すべての人々にとって住みやすいまちづくりを進めるため，安全・安心に移

動できる環境の整備を基本方針とします。 

身近な交通手段である徒歩や自転車での通行空間を整備するとともに，自転車通行時のルール

やマナーの向上を図ります。利用しやすく，きめ細かな交通の提供やバリアフリー化により，歩

行者や自転車，配慮を必要とする市民の方など誰もが“安全・安心・快適”な移動環境を提供し

ます。 

 

基本方針５ 活力・魅力を支える中心市街地・拠点の形成 

調布市基本構想で掲げている「調布ならではの魅力にあふれ，活気に満ちたまちにするため

に」を実現し，調布市都市計画マスタープランのにぎわいと活力ある中心市街地に向けた都市基

盤・交通基盤の整備や人が中心となる交通体系化を図るためには，基本方針と連携して活力・魅

力を支える中心市街地・拠点の形成を実施することが必要です。 

公共交通ネットワークの構築や広域道路網の整備，安全な徒歩・自転車経路を確保することで

中心市街地や拠点へのアクセス性を向上させるとともに，調布駅付近の連続立体交差事業の実現

による南北分断の解消や駅周辺のにぎわい空間創出といった利点を生かし，ウォーカブルな空間

を整備することにより，回遊性の向上を図り中心市街地や拠点の“活力・魅力”を支えます。 
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基本交通施策 

基本目標や基本方針に基づき，１１の基本交通施策を設定します。 

 

   

 

  

基本方針 基本交通施策基本目標

自転車利用環境の整備

中心市街地・駅周辺等の地域の拠点へのアクセ
ス性向上

中心市街地・駅周辺等の地域の拠点での回遊性
の向上

地域特性に応じた地区内道路網の整備

２
“環境”
に配慮した交通

３
適切に機能分担された
快適な道路ネットワーク
の構築

効率的かつ効果的な広域道路網の整備

４
安全・安心に移動できる
環境の整備

安全・安心な歩行空間の確保

３
“活力・魅力”
を支える交通 ５

活力・魅力を支える中心
市街地・拠点の形成

高齢者・障害者等の外出支援

１
“安全・安心・快適”
を支える交通

公共交通利用環境の整備

２
環境負荷の少ない交通
機関の整備

環境に配慮した自動車利用の実現

環境に配慮した移動手段の充実

１
便利で快適な交通環境
の確保

効率的な公共交通ネットワークの実現
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重点施策 

重点施策の概要 

総合交通計画の改定では，社会情勢等の変化を踏まえ，目標達成に加え，特に重要な課題について

分野横断的かつ重点的に実施すべき施策（以下「重点施策」という。）の設定の考え方を次のとおり整

理します。 

(1) 令和１２（２０３０）年度までに実施すべき施策 

(2) 令和１２（２０３０）年度以降を見越し，現時点から戦略的な取組が求められる施策 

(3) 可能な限り具体的な内容を記載できる施策で，総合交通計画の基本目標との関係性を考慮 

(4) 他の計画に記載されている施策は，当該計画に基づき実施されることを踏まえ，対象とするも

のもある。 
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重点施策の内容 

【重点施策１】 誰もが快適に移動できる公共交通サービスの提供 

調布市の人口は，令和１２（２０３０）年の約２４万２千人をピークに減少に転じることが予測

されます。 

年少人口や生産年齢人口はそれぞれ令和４（２０２２）年，令和７（２０２５）年にピークを迎

えて減少するのに対して，高齢者の人口は今後も上昇傾向が続く見込みで，令和３５（２０５３）

年に高齢化率が約３６％になると推測され，約３人に１人が高齢者となる時代が到来すると見込ま

れています。 

また，地球環境への負荷軽減や地域の発展・持続可能性の観点からも，誰もが移動しやすい環境

を形成することが重要です。 

こうしたことから，調布市では，公共交通ネットワークをより利用しやすくするとともに，利用

環境を整備することにより，誰もが移動しやすい環境を形成するために検討を進めます。 

そして，今後，（仮称）調布市地域公共交通計画を策定し，地域の移動に関する課題解決に向け

た取組を進めます。 

 

【重点施策１－１】公共交通ネットワークの構築 

(1) 公共交通が利用しにくい地域への対応のほか，各地域の拠点や生活の拠点，近隣市区を結ぶ

効率的な公共交通ネットワークに向けて，地域の拠点へのアクセス手段を確保します。公共交

通ネットワークの構築に当たっては，既存の路線バスやミニバスのみならず，深大寺北町，深大

寺東町を中心とした北部地域における巡回公共交通の実証実験の取組等のように新たな移動手

段の選択も視野に検討します。 

  

図 バスネットワークイメージ 

注）調布市都市計画マスタープラン【中間とりまとめ】（令和５（２０２３）年１月）に基づき作成  
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(2) 移動の利便性を向上するため，公共交通の結節点となる各地域の拠点では，多様な手段を利

用できるよう，シェアサイクルステーションの設置を推進するほか，新たなモビリティを含む

マルチモビリティステーションの導入について他自治体の事例を参考に検討を進めます。 

 

 

図 マルチモビリティステーションのイメージ 

出典）ＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔ,ＥＮＥＯＳプレスリリース 

【関連する実施施策】 

１：適切な公共交通ネットワークの構築 

３：需要に対応した効率的なバスネットワークの構築・再編 

１２：公共交通ネットワークへの移動手段の確保 

２４：まちづくりの視点による道路整備（拠点形成と拠点間の連絡・地域のまちづ

くりへの貢献） 

４１：自転車ネットワークの構築，通行空間の整備とわかりやすい明示 

４３：自転車等駐車場整備 

４６：シェアサイクルステーションの拡充（公共施設等への設置） 

 

 

【重点施策１－２】誰もが使いやすい公共交通サービスの提供 

(1) インターネットや案内表示板等でバスの位置情報等を伝えるバスロケーションシステムの運 

用に向けた検討のほか，鉄道からバスへの乗換経路の案内等についてわかりやすい情報提供を

行うとともに，公共交通が利用しやすい交通手段であることを周知し，公共交通の利用促進を

図ります。 

(2) 新しいシステムを導入する際には，高齢者や障害者に向けたシステムの使い方講座等を実施

し，誰もが公共交通を使いやすくするための環境づくりを目指します。 

 

【関連する実施施策】 

６：バス利用におけるＩＣＴ等活用に関する啓発活動の実施 

１６：市民・来訪者など全ての利用者にわかりやすい情報提供 
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【重点施策１－３】データやデジタル技術を活用した効率的な運行の検討 

(1) 公共交通を連携するシステム（ＭａａＳ）の導入に向けて，交通事業者等との協議の実施を

検討するとともに，利用環境の充実に向けた検討を進めます。 

(2) このようなシステムの構築に向けて，交通事業者の運行情報等の共通フォーマット化のほ

か，得られるデータの一元化などの交通事業者の取組に協力していきます。 

(3) 公共交通に関するデータのみならず，調布市が保有する様々な統計データなども連携させ，

検討することにより，課題の把握や将来の需要予測などに活用することができ，より効率的な

運行の検討資料としての活用が考えられます。そのため，相互のデータを連携して活用するた

めの体制づくりを目指します。 

 

【関連する実施施策】 

２：公共交通サービスを連携する仕組み（ＭａａＳ等）の検討 
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【重点施策２】 環境負荷の少ない移動の提供 

国や東京都の方針・取組を受け，調布市と調布市議会は，令和３（２０２１）年４月１６日にゼ

ロカーボンシティ宣言を共同で行いました。 

今後，国・東京都と連携し，市民や事業者と協働して地球温暖化対策の取組を推進することとな

っており，交通部門でも取組が求められます。 

調布市内のＣＯ２排出量に占める運輸部門の割合は，１７％程度です。１人１ｋｍ当たりの移動

によるＣＯ２排出量は，自家用自動車の場合バスの２倍以上であり，地球環境のためにも環境負荷

の少ない交通手段で移動することが望まれます。 

こうしたことから，調布市では，環境負荷の少ない公共交通の利用を促進するとともに，車両の

ＣＯ２排出量削減に向けて，シェアサイクルの最大限の活用やゼロエミッション・ビークル（以下

「ＺＥＶ」という。）の普及促進に努めます。 

 

 

図 調布市におけるＣＯ２排出量の推移と平成２９（２０１７）年度のＣＯ２の部門別割合 

出典）調布市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 

 

図 ＣＯ２排出量の比較－1人を 1キロメートル運ぶのに排出されるＣＯ２（令和元（２０１９）年度） 

出典）東京都環境局交通機関の種類とＣＯ２排出量 
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【重点施策２－１】環境負荷の低い移動手段の選択の促進 

(1) 重点施策１における公共交通のネットワークの構築やこれら公共交通を連携するシステム

（ＭａａＳ）の導入検討により，公共交通の利用環境を向上し，環境負荷の大きな自動車等に

よる個人移動から，公共交通や自転車利用への転換を促します。 

(2) 諸外国では，環境負荷軽減に向けたＰＲの一環で，カーフリーデー等を実施しており，この

ような周知活動の実施も併せて取り組みます。 

 

【関連する実施施策】 

２：公共交通サービスを連携する仕組み（ＭａａＳ等）の検討 

１２：公共交通ネットワークへの交通手段の確保 

４１：自転車ネットワークの構築，通行空間の整備とわかりやすい明示 

４６：シェアサイクルステーションの拡充（公共施設等への設置） 

 

【重点施策２－２】ＺＥＶの普及促進と導入を取り巻く環境の整備 

(1) 公用車や公共交通車両において，ＺＥＶの導入を促進します。自家用車を新たに保有する場

合において，ＺＥＶを選択しやすいよう補助制度などの案内を実施します。 

(2) ＺＥＶの普及には，身近に充填施設が必要なため，公共施設等への充電施設等の設置なども

検討します。 

(3) 交通事業者と情報共有・連携を図るとともに，関係省庁や東京都の補助事業等を適切に活用

しながら，これらの取組を推進していきます。 

 

【関連する実施施策】 

１９：ＺＥＶの普及促進 

２０：環境負荷軽減に資する車両の公共交通への導入促進 

２１：グリーンスローモビリティなど次世代交通システムの活用方策検討 
 

 
図 令和１２（２０３０）年の脱炭素のまちのイメージ 

出典）調布市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)  
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【重点施策３】 駅周辺の交通円滑化とにぎわいの向上 

調布駅付近の連続立体交差事業の実現によって，１８箇所の踏切が除却され，慢性的な交通渋滞

の解消による道路交通の円滑化や歩行者や自転車の安全性の向上，鉄道により分断されていた南北

市街地の一体化，鉄道敷地の有効活用など，様々な面で都市構造が大きな変貌を遂げました。 

また，京王多摩川駅においては，土地区画整理事業の予定があり，今後，駅周辺の回遊性の向上

や商業の拠点としてにぎわいのある拠点の形成が求められています。 

これらを契機として，駅周辺での交通を円滑化し，人が中心となる，歩いて楽しいにぎわいのあ

るまちづくりを目指し，安全で快適な移動空間の確保と官民連携による空間の有効的な活用を検討

します。 

 

【重点施策３－１】安全性・快適性の確保に向けた回遊空間の形成 

(1) 調布駅付近の連続立体交差事業の実現により創出された鉄道敷地を活用した新たな空間によ

り，調布駅周辺をはじめ，中心市街地や拠点への徒歩や自転車による移動経路を確保し交流・

回遊を促進します。 

(2) 各地域の拠点では，ユニバーサルデザインの考え方に基づき，舗装，視覚障害者誘導用ブロ

ック，案内設備，植栽等の適切な維持管理等の既存道路の安全性向上に向けたバリアフリー化

を促進することにより，歩行者の回遊性を高めます。 

(3) バリアフリー法に定める重点整備地区に新たに位置付けられた京王多摩川駅周辺地区につい

て，新たな総合福祉センターの整備に合わせ，バリアフリー化の取組を促進します。 

 

【関連する実施施策】 

１３：ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の促進 

５３：鉄道敷地を活用した歩行空間の確保・整備 

５８：鉄道敷地を有効活用した緑豊かな空間の創出 

 

  

図 鉄道敷地の整備内容 

出典）あるく・つながる・みどりのまち～鉄道敷地の緑道整備～（令和３（２０２１）年３月）  
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【重点施策３－２】地域と連携した憩いとにぎわいのあるまちづくり 

(1) 植栽やベンチ等により空間の快適性を向上するとともに，憩い空間を併せて提供すること

で，移動するための空間としてだけでなく，休憩や交流の場所の提供を行います。 

(2) 創出された駅周辺の広場や道路空間等において，道路占用許可制度等により公共空間を有効

活用したオープンカフェやイベント等の実施を促進することで駅周辺を歩いて楽しい空間とす

るなど，駅周辺の空間を有効活用することでにぎわいのあるまちづくりを目指します。 

(3) このような活用にあたり，地域や商店会，事業者と連携を図りながら実施します。 

(4) 主要観光地である深大寺等への経路や移動手段も検討し，観光地への玄関口として魅力ある

まちづくりを目指します。 

 

【関連する実施施策】 

５４：憩い空間などの整備による回遊性の向上 

５５：民間との協働等による空間創出，空間の快適性向上 

５６：民間との協働等による回遊性向上に向けた道路空間等の活用 
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施策実施方針 

調布市総合交通計画の基本目標と基本方針，基本交通施策及び施策実施方針は以下のとおりです。 

次に示す基本方針，基本交通施策・施策実施方針に沿って，具体の施策を次ページから示します。 

 

  

  

基本方針 基本交通施策 施策実施方針

●公共交通ネットワークの構築

●バスサービスの向上

●バス走行経路の確保

●駅周辺等の地域の拠点でのアクセス性の向上

●乗継利便性などの向上

●利用しやすい環境整備

●自動車の適正な利用への促進

●ZEVの普及促進

●効率的かつ効果的な道路整備

●渋滞の解消

●道路拡幅・整備

●市民の協力による維持管理・整備など

●安全性確保のための交通規制の実施

●安全な歩行空間の確保

●利用マナーの向上

●自転車通行空間の整備

●自転車等駐車場などの環境整備

●自転車利用マナーの向上

●駅周辺での交通混雑の緩和

●安心して移動・回遊できる空間整備

●魅力的な街並みの創出

●中心市街地・駅周辺等の地域の
　 拠点へのアクセス性向上

中心市街地・駅周辺等の地域
の拠点での回遊性の向上

●環境に配慮した移動手段の充実

３
適切に機能分
担された快適
な道路ネット
ワークの構築

効率的かつ効果的な広域道
路網の整備

●高齢者や障害者などが利用しやすい
   サービスの検討

自転車利用環境の整備

基本目標

２
“環境”
に配慮した交通

地域特性に応じた地区内道
路網の整備

４
安全・安心に
移動できる環
境の整備

安全・安心な歩行空間の確保

高齢者・障害者等の外出支援

環境に配慮した自動車利用
の実現

環境に配慮した移動手段の
充実

３
“活力・魅力”
を支える交通 ５

活力・魅力を
支える中心市
街地・拠点の
形成

中心市街地・駅周辺等の地域
の拠点へのアクセス性向上

１
便利で快適な
交通環境の確
保

効率的な公共交通ネットワー
クの実現

１
“安全・安心・快適”
を支える交通

公共交通利用環境の整備

２
環境負荷の少
ない交通機関
の整備



第３章 基本目標と施策体系 

65 

基本方針１ 便利で快適な交通環境の確保 

  

基本交通施策１－１ 効率的な公共交通ネットワークの実現 
 

 施策実施方針１ 公共交通ネットワークの構築 
  

 

今後，高齢化の更なる進行が見込まれる中，公共交通ネットワークを構築することにより，

誰もが移動しやすい環境を形成します。 

 

【関連する実施施策】 

・適切な公共交通ネットワークの構築 

・公共交通のサービスを連携する仕組み（ＭａａＳ等）の検討 

・需要に対応した効率的なバスネットワークの構築・再編 

■１■ 適切な公共交通ネットワークの構築 

(1) 東西方向に運行する京王線と南北方向の隣接市区に運行する路線バスを基本としつつ，

各拠点を効率的に繋ぐ公共交通を構築し，誰でも日常的に移動できる環境をつくり中心市

街地や拠点への誘導を図ります。 

(2) 公共交通が利用しにくい地域への対応や地域間ネットワークの充実等により利便性を向

上させるため，地域公共交通の在り方を検討し，その実現に向けた取組を進めます。 

 

 

図 バスネットワークイメージ 

調布市都市マスタープラン【中間とりまとめ】 

（令和５（２０２３）年１月）に基づき作成 

幹線交通

準幹線交通

地域内交通

主要道路

鉄道

※破線は追加を検討する地域

京王多摩川
中心拠点

地域拠点

生活拠点

文化・交流の拠点
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■２■ 公共交通のサービスを連携する仕組み（ＭａａＳ等）の検討 

(1) 複数の公共交通サービスを連携する仕組みの導入を検討し，公共交通の利用促進を図りま

す。 

(2) ＭａａＳ等の導入を関係事業者等と連携しながら検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＭａａＳのイメージ 

出典）国土交通省 

 

■３■ 需要に対応した効率的なバスネットワークの構築・再編 

(1) 都市計画道路等による道路ネットワークの整備と合わせ，効率的かつ利便性の高いバス

ネットワークの構築に向けてバス事業者との協議を行います。 

(2) 鉄道駅から離れた深大寺地域やバス依存が高い地域を考慮しつつ，南北連絡に寄与する

ネットワークを検討します。 

(3) 現在，全国各地で自動運転技術の活用に関わる実証実験等が行われています。調布市に

おいても，バス運行の効率化に向けて，関連動向に関する情報を収集するとともに，バス

事業者との連携を図りながら自動運転技術の活用の在り方を検討していきます。 

 

 施策実施方針２ バスサービスの向上 
  

 

効率的・効果的なネットワークの構築とともに，混雑の緩和や利便性の向上に向けた新た

な施策の追加等により，利用者にとって利用しやすいサービスへと向上を図ります。 

 

【関連する実施施策】 

・新たなモビリティ等の活用による移動手段の確保 

・需要に応じた適切な運行本数の設定 

・バス利用におけるＩＣＴ等活用に関する啓発活動の実施 

・定時性，速達性の向上 

・乗継割引制度導入に向けた検討 
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■４■新たなモビリティ等の活用による移動手段の確保 

公共交通が利用しにくい地域に対応するため，バスネットワークの再編と併せて，現在，深大

寺北町，深大寺東町を中心とした北部地域で行っている実証実験のように，これまでの路線バス

やコミュニティバスにとらわれない，新たな車両や運行形態による移動手段の確保について，地

域との連携を図りながら検討・導入します。 
 
＜北部地域巡回公共交通（実証実験）の実施＞ 

令和２（２０２０）年１１月のミニバス北路線

（調３７系統）の減便に伴い，影響を受けた方々の

移動手段として深大寺北町，深大寺東町を中心とし

た北部地域の交通ニーズを把握するため巡回公共交

通の実証実験を実施している。 

北部地域巡回公共交通の実証実験ルート 

（令和４（２０２２）年７月時点） 

■５■ 需要に応じた適切な運行本数の設定 

人口や人の移動の変化，社会情勢の変化に伴う需要の変化に応じた，適切で効率的な運行本数

の設定に向けて，バス事業者との協議を行います。 

 

■６■ バス利用におけるＩＣＴ等活用に関する啓発活動の実施 

(1) インターネットや案内表示板等でバスの位置情報やバスの接近情報がわかるバスロケーシ

ョンシステムの運用に向けて検討を進めます。 

(2) 高齢者等では，情報提供ウェブサイト等へのアクセス方法がわかりにくいなどがあるた

め，使い方講座など行うことを検討します。 

■７■ 定時性，速達性の向上 

(1) 都市計画道路の整備や東部地区において連続立体交差事業を視野に入れたまちづくりを推

進し，定時性・速達性の向上を目指します。 

(2) 三鷹通りを運行する路線では，関係機関と連携し，交差点改良等の促進により定時性，速

達性を高めます。 

【事例】富山駅前広場のバス案内 

・富山駅では，駅から出発するバスの情報を駅前広場の電光掲示板で表

示しています。タッチパネル操作で情報を検索することもできます。 

 

 

【事例】高槻市での高齢者ＩＣＴ推進事業 

・老人福祉センターでスマートフォンの使い方やリモート活動の展開，市ＳＮＳへの登録方法等を伝え

る講座が行われている。 
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■８■ 乗継割引制度導入に向けた検討 

市内のバスによる移動促進のため，路線バスの乗継による割引制度を検討します。 

 

 施策実施方針３ バス走行経路の確保 
  

 

調布市内では幅員が十分でない道路が多く，バスが運行できる道路が限られているため，

歩行者や自転車にも配慮しつつ，需要が高い地域では局所的な道路拡幅や交差点改良を推進

し，バスの円滑な走行を図ります。 

 

【関連する実施施策】 

・バスの円滑な走行のための道路整備，交差点改良，交通規制 

■９■ バスの円滑な走行のための道路整備，交差点改良，交通規制 

(1) 幅員が十分でない道路が多く，バスが運行できる道路が限られています。歩行者や自転車

にも配慮しつつ，道路が部分的に未整備となっている区間などを中心に，需要が高い地域で

は局所的な道路拡幅や交差点改良を推進します。 

(2) 道路の幅員が狭く，バスが通行できない地域においては，住民の意向を確認しながら，一

方通行などの交通規制の設定による安全な走行経路の確保について検討します。 

 

 施策実施方針４ 駅周辺等の地域の拠点でのアクセス性の向上 
  

 

調布市内各駅の周辺地域を中心とする拠点へのアクセス性を向上し，誰でも移動しやすい

空間づくりを目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・駅までの主要な歩行経路の確保 

・まちづくりと一体となった交通結節機能の強化 

・公共交通ネットワークへの交通手段の確保 

■１０■ 駅までの主要な歩行経路の確保 

駅までの主要経路における歩道幅員の確保や段差の解消などを図り，車いすやシニアカー，ベ

ビーカーなど，誰でも移動しやすい歩行空間づくりを推進します。 

【事例】京都市内での割引制度 

・ＩＣＯＣＡやＰｉＴａＰａ，Ｓｕｉｃａなど全国相互利用対応のＩＣカードで，市バス，地下鉄，京

都バスを乗り継いだ場合，２乗車目の運賃が割引となる。バスは市バスだけでなく，京都バスも対象

である。 
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■１１■ まちづくりと一体となった交通結節機能の強化 

 (1) 調布駅前広場については，「イベントゾーン」，「コミュニティゾーン」，「みどりの庭

ゾーン」及び「おもてなしゾーン」の４つのゾーニングを設定し，各ゾーンのイメージに合

わせた整備を進めます。 

(2) 拠点を中心とした駅前広場で，休憩できるスペースや施設の設置を検討し，ゆとりある駅

前空間の創出を図ります。 

(3) 鉄道とバス等との交通結節点機能を強化するとともに，ゆとりと利便性を兼ね備えた人中

心の空間を創出するため，駅前広場の整備を進めます。 

 

 

出典）調布市資料 

 

■１２■ 公共交通ネットワークへの交通手段の確保 

(1) 鉄道や路線バスへのアクセス性を高めるため，自転車・シェアサイクルの利用促進，新た

なモビリティ等の導入を検討します。 

(2) また，これらの乗降場所を連携し，接続性を向上するよう検討を行います。 

(3) 乗換拠点での自転車等駐車場の設置の推進や電動アシスト付き自転車のシェアサイクル事

業のステーションの増設，広報活動を行い，官民連携により利用促進を図ります。 

 

  

【事例】さいたま市での人流データ等を活用したシェア型マルチモビリティの導入検討 

・移動の利便性向上や都市の回遊性向上と環境負荷の低減などを両立する新たな都市の交通システムと

して，電動アシスト付自転車・スクーター・超小型ＥＶによるシェア型マルチモビリティの社会実装

に向けて検討を行っている。 

・モビリティのＧＰＳデータ等を活用して，

事業の有効性等を検証し，ポートやモビリ

ティの最適配置等の利便性向上につなげ

ている。 

 

出典）ＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔ,ＥＮＥＯＳプレスリリース 
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事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

効率的な

公共交通

ネットワ

ークの実

現 

公共交通ネット

ワークの構築 

適切な公共交通ネットワークの構築     あ        

公共交通のサービスを連携する仕組み（ＭａａＳ

等）の検討 
     あ      あ 

需要に対応した効率的なバスネットワークの構

築・再編 
     あ        

バスサービスの

向上 

新たなモビリティ等の活用による移動手段の確

保 
     あ        

需要に応じた適切な運行本数の設定     あ        

バス利用におけるＩＣＴ等活用に関する啓発活

動の実施 
             

定時性，速達性の向上              

乗継割引制度導入に向けた検討              

バス走行経路の

確保 

バスの円滑な走行のための道路整備，交差点改

良，交通規制 
             

駅周辺等の地域

の拠点でのアク

セス性の向上 

駅までの主要な歩行経路の確保              

まちづくりと一体となった交通結節機能の強化              

公共交通ネットワークへの交通手段の確保              

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用）  
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基本交通施策１－２ 公共交通利用環境の整備 
 

 施策実施方針５ 乗継利便性などの向上  
   

 

移動経路におけるバリアフリー化のほか，バス利用者のための乗継情報や案内表示，バス

待ち環境の整備により乗継利便性の向上を図ります。 

 

【関連する実施施策】 

・まちづくりと一体となった交通結節機能の強化【再掲】 

・ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の促進 

・公共サイン整備ガイドラインに基づく案内表示の推進 

・ベンチや上屋などのバス待ち環境整備 

■１３■ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の促進 

(1) 各地域の拠点では，ユニバーサルデザインの考え方に基づき，舗装，視覚障害者誘導用

ブロック，案内設備，植栽等の適切な維持管理等の既存道路の安全性向上に向けたバリア

フリー化を促進することにより，歩行者の回遊性を高め，誰もが利用しやすい交通結節点

を目指します。 

(2) バリアフリー法に定める重点整備地区に新たに位置付けられた京王多摩川駅周辺地区に

ついて，新たな総合福祉センターの整備に合わせ，バリアフリー化の取組を促進します。 

(3) 旅客施設では，調布駅付近の連続立体交差事業と併せてバリアフリー化を図り，（旧）

調布市バリアフリー基本構想（平成２４（２０１２）年３月策定）における全ての公共交

通特定事業が完了していますが，引き続き，駅係員，乗務員のバリアフリー教育等の継続

事業の推進が必要です。 

(4) バス・タクシーでは，ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの普及や乗務

員教育の強化が課題となっています。そのため，今後は上記の課題を改善していくととも

に，高齢者，障害者等に対する理解促進や施設利用の手助けといった人的対応・心のバリ

アフリーに関する取組を実施します。 

■１４■ 公共サイン整備ガイドラインに基づく案内表示の推進 

調布市公共サイン整備ガイドライン（平成２７（２０１５）年３月）に基づき，誰にでもわ

かりやすく，安全・安心に使え，統一感のある美しい公共サイン整備を推進します。 

 

■１５■ ベンチや上屋などのバス待ち環境整備 

駅前バスターミナル以外でも，主要なバス停において，運行情報システム，道路の幅員など

条件が整う箇所について，上屋やベンチの設置状況を確認し，交通事業者とともに設置に向け

た検討を進め，快適でより利用しやすいバス交通を目指します。 
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 施策実施方針６ 利用しやすい環境整備 
   

 

全ての利用者にわかりやすい情報提供により，誰もが利用しやすい公共交通利用の環境を

目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・市民・来訪者など全ての利用者にわかりやすい情報提供 

■１６■ 市民・来訪者など全ての利用者にわかりやすい情報提供 

(1) 目的地へ向かうバス路線の情報や鉄道駅から利用するバス停までの経路などについて，わ

かりやすい情報提供を行うとともに，バスが利用しやすい交通手段であることを伝え，利用

促進を図ります。 

(2) 鉄道駅では，路線シンボル及び駅ナンバリングの表記やピクトグラムの活用，多言語表記

の充実などわかりやすい案内表示への改善に向けて事業者と協議を行います。 

 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

公共交通

利用環境

の整備 

乗継利便性など

の向上 

まちづくりと一体となった交通結節機能の強化 

【再掲】 
             

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリ

アフリー化の促進 
             

公共サイン整備ガイドラインに基づく案内表示

の推進 
             

ベンチや上屋などのバス待ち環境整備              

利用しやすい環

境整備 

市民・来訪者など全ての利用者にわかりやすい情

報提供 
             

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本方針２ 環境負荷の少ない交通機関の整備 

  

基本交通施策２－１ 環境に配慮した自動車利用の実現 
 

 施策実施方針７ 自動車の適正な利用への促進  
   

 

大気汚染を防止し，ＣＯ２排出量を削減するためのエコドライブの推進，自動車利用から

徒歩や自転車，公共交通利用への転換を図るモビリティマネジメントの実施により，自動

車利用の合理化を目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・エコドライブの推進 

・モビリティマネジメントの実施 

■１７■ エコドライブの推進 

自動車利用をする場合の大気汚染を防止し，ＣＯ２排出量を削減するため，エコドライブの

啓発活動を推進します。 

■１８■ モビリティマネジメントの実施 

エコ通勤優良事業所認証制度の普及啓発活動を通じて，徒歩や自転車，公共交通機関の利用

への転換を促進します。 

 施策実施方針８ ＺＥＶの普及促進 
   

 

ＺＥＶである，電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ），燃料

電池自動車（ＦＣＶ）等の普及促進に取り組みます。 

 

【関連する実施施策】 

・ＺＥＶの普及促進 

■１９■ ＺＥＶの普及促進 

(1) 公共交通機関の利用促進やＺＥＶの普及に向けた取組などを進めていきます。 

(2) 公用車の更新・新規購入時にＺＥＶの導入に努めるほか，一般車でもＺＥＶへの買換え

を促進します。 

(3) ＺＥＶの導入，集合住宅等への充電設備設置，蓄電池の設置等に係る東京都等の補助事

業に関する情報提供を行い，ＺＥＶ導入に向けて公共施設等への充電施設の設置などを検

討します。 

 

 

 

 

 

図 各車両の特徴 

出典）東京都環境局ホームページ 

 

 

 

 

 

【事例】板橋区がＥＶ等によるカーシェアリングサービスの導入 

・区の公用車として民間が運営するＥＶなどによるカーシェアリングサービスを導入した。区の所有地に

配備し，公用車としての利用がない時間帯には一般の会員の利用も可能とし，区民へのＥＶ普及を促進

する。板橋区は，ＥＶを含むカーシェアリングを公用車として使用することで，環境負荷低減に貢献す

るだけでなく，公用車削減による維持費・管理費などのランニングコスト削減にも繋げる。 
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事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

環境に配

慮した自

動車利用

の実現 

自動車の適正な

利用への促進 

エコドライブの推進              

モビリティマネジメントの実施              

ＺＥＶの普及促

進 
ＺＥＶの普及促進      あ        

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本交通施策２－２ 環境に配慮した移動手段の充実 
 

 施策実施方針９ 環境に配慮した移動手段の充実  
   

 

ＣＯ２排出量の削減につながる公共交通，シェアサイクル，カーシェアリング等の環境に

配慮した移動手段の整備を進めます。 

 

【関連する実施施策】 

・環境負荷軽減に資する車両の公共交通への導入促進 

・グリーンスローモビリティなど次世代交通システムの活用方策検討 

・シェアサイクルやＥＶ等を活用したカーシェアリングの普及促進 

■２０■ 環境負荷軽減に資する車両の公共交通への導入促進 

(1) 東京都では，ゼロエミッション・バスを導入する事業者に対し，当該車両の購入に要す

る経費の一部の助成を行っており，このような補助事業の活用による導入促進について交

通事業者等と協議します。 

(2) ＣＯ２排出量の削減につながる公共交通として，グリーンスローモビリティなど次世代交

通システムの導入検討を行います。 

■２１■ グリーンスローモビリティなど次世代交通システムの活用方策検討 

国土交通省では，グリーンスローモビリティの普及に係る支援，導入実証調査・車両購入等

で活用可能性のある支援事業を行っています。このような補助事業の活用について交通事業者

と協議をします。 

 

■２２■ シェアサイクルやＥＶ等を活用したカーシェアリングの普及促進 

(1) 自転車利用を促進するため，民間事業者と連携したシェアサイクルを導入しています。

今後は，ステーションの増設を進めるとともに，市民の方を対象としてイベント等での広

報活動を行い，官民連携して利用促進を図ります。 

(2) 環境にやさしい交通手段の普及促進に向け，エコカー等によるカーシェアリングの仕組

みを検討します。 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

環境に配

慮した移

動手段の

充実 

環境に配慮した

移動手段の充実 

環境負荷軽減に資する車両の公共交通への導入

促進 
     あ        

グリーンスローモビリティなど次世代交通シス

テムの活用方策検討 
     あ        

シェアサイクルやＥＶ等を活用したカーシェア

リングの普及促進 
             

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用）  
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基本方針３ 適切に機能分担された快適な道路ネットワークの構築 

  

基本交通施策３－１ 効率的かつ効果的な広域道路網の整備 
 

 施策実施方針１０ 効率的かつ効果的な道路整備  
   

 

(1) 道路の交通，環境，防災の機能を十分発揮し，良好な都市形成に寄与するため，路線の

必要性や優先度を定期的に確認し，効率的かつ効果的なみちづくりを進めます。 

(2) 隣接する自治体との円滑な移動と交流の活発化を支えるため，より効率的かつ効果的な

道路網の整備を推進します。 

 

【関連する実施施策】 

・道路ネットワークの整備 

・まちづくりの視点による道路整備（拠点形成と拠点間の連絡・地域のまちづくりへの貢献） 

■２３■ 道路ネットワークの整備 

(1) 調布市道路網計画における優先的に整備すべき路線について，調布市基本計画等と整合

を図り，現在事業中である路線の進捗状況や財政状況，まちづくりの機運の高まりなどを

勘案しながら順次事業を進めます。 

(2) 関連する都市基盤整備事業と連携を図ることで，道路の整備効果を一体的に発現し，渋

滞箇所の解消や道路整備による効果の大幅な向上を図ります。 

■２４■ まちづくりの視点による道路整備（拠点形成と拠点間の連絡・地域のまちづくりへ

の貢献） 

(1) バスなどの公共交通ネットワークとして必要性が高い箇所や住民発意によるまちづくり

が進んでいる地域の路線を整備することで，快適でより便利なまちを形成します。 

(2) 地域のまちづくりの熟度に応じて，沿道の街並み形成の促進などについて，地域住民と

協働で検討を進めます。 

 

 施策実施方針１１ 渋滞の解消 
   

 

渋滞は自動車やバス交通の円滑な移動の妨げとなるほか，大気汚染やＣＯ２排出量の増加

につながっています。交差点など局所的な箇所に原因がみられる場合には，問題解消に向け

た施策検討を進めます。 

 

【関連する実施施策】 

・交差点改良などによる広域道路の渋滞解消 

・開かずの踏切の解消（５か所） 

■２５■ 交差点改良などによる広域道路の渋滞解消 

東京都「第３次交差点すいすいプラン」において指定されたボトルネックとなっている交差

点での着実な整備を促進します。 

■２６■ 開かずの踏切の解消（５か所） 

連続立体交差事業を見据え，地元のまちづくりの機運を高めつつ，国や東京都をはじめ，鉄

道事業者との協議，調整を図りながら，東部地区の交通環境の改善を推進します。 
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事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

効率的か

つ効果的

な広域道

路網の整

備 

効率的かつ効果

的な道路整備 

道路ネットワークの整備              

まちづくりの視点による道路整備（拠点形成と拠

点間の連絡・地域のまちづくりへの貢献） 
             

渋滞の解消 
交差点改良などによる広域道路の渋滞解消              

開かずの踏切の解消（５か所）     あ      あ 

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本交通施策３－２ 地域特性に応じた地区内道路網の整備 
 

 施策実施方針１２ 道路拡幅・整備 
   

 

歩行者と自転車，自動車，バスなどが混在している地域や，緊急車両が通行できない道

路については，安全性の確保のほか，防災性，快適性，コミュニティ機能の向上といった

観点から優先性を検討し整備を進めます。 

 

【関連する実施施策】 

・地域特性及び役割に応じた地区内道路網の見直しと整備 

・広域道路網整備と合わせた地区内道路網整備による機能向上 

■２７■ 地域特性及び役割に応じた地区内道路網の見直しと整備 

(1) 地区内道路網の機能確保のための総合的な取組において，各地域の状況を適切に把握

し，地域と連携を図りながら，早期の課題解決に向けて検討を進めます。 

(2) 緊急車両が通行できない道幅の狭い道路の解消を推進します。 

■２８■ 広域道路網整備と合わせた地区内道路網整備による機能向上 

都市計画道路と接続する地区内道路については，様々な交通の需要状況や広域道路網の整

備状況を考慮のうえ整備手法などを検討し，一体的な整備を促進することで効率的な機能向

上を図ります。 

 
 

 施策実施方針１３ 市民の協力による維持管理・整備など 
   

 

住宅地等における道路の見通しの改善や景観のための沿道植栽の管理，沿道緑化の維持・

推進，セットバックなど，地域住民自身による身近な道路の安全性や快適性の確保を推進し

ます。 

 

【関連する実施施策】 

・身近な道路の維持管理を住民が行う取組の推進（植栽・清掃） 

・セットバックなどによる歩行空間の拡充 

■２９■ 身近な道路の維持管理を住民が行う取組の推進（植栽・清掃） 

植栽や清掃等の維持管理については，住民参加により協働で行う取組を推進し，沿道の景観

や快適な通行環境確保を図ります。 

■３０■ セットバックなどによる歩行空間の拡充 

交通量が多く歩道が狭い道路や小学校や中学校周辺の通学路等においては，都市計画諸制

度を活用し，地権者の協力のもと，セットバックなどで歩行者空間が確保できるよう検討し

ます。 
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 施策実施方針１４ 安全性確保のための交通規制の実施 
   

 

局所的な整備や維持管理だけでは安全性が十分に確保できない場合，通過交通の進入抑

制や一方通行規制などの適切な設定による安全性の確保が必要です。 

 

【関連する実施施策】 

・規制，ルールなどによる機能確保のための総合的な取組の検討 

■３１■ 規制，ルールなどによる機能確保のための総合的な取組の検討 

道幅の狭い地区内道路での歩行者の安全性を確保するため，道路状況に応じて一方通行規

制や速度規制など，機能確保のための総合的な取組について関係機関との協議・検討を行い

ます。 

 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

地域特性

に応じた

地区内道

路網の整

備 

道路拡幅・整備 

地域特性及び役割に応じた地区内道路網の見直

しと整備 
             

広域道路網整備と合わせた地区内道路網整備に

よる機能向上 
             

市民の協力によ

る維持管理・整

備など 

身近な道路の維持管理を住民が行う取組の推進

（植栽・清掃） 
                    

セットバックなどによる歩行空間の拡充              

安全性確保のた

めの交通規制の

実施 

規制，ルールなどによる機能確保のための総合的

な取組の検討 
                

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本方針４ 安全・安心に移動できる環境の整備 
  

基本交通施策４－１ 安全・安心な歩行空間の確保 
 

 施策実施方針１５ 安全な歩行空間の確保 
   

 

市民や来訪者等，誰もが安心して活動できるよう，中心市街地や拠点を中心に，道路整備

との連携を図りながら安全・快適な歩行空間の創出を目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・歩行時の快適性向上に向けた空間整備 

・駅までの主要な歩行経路の確保【再掲】 

・ユニバーサルデザインの考え方に基づく歩道のバリアフリー化 

・歩きやすい歩行環境整備に向けた無電柱化の促進 

■３２■ 歩行時の快適性向上に向けた空間整備 

鉄道駅の自由通路の整備，自転車利用環境の充実，緑あふれる空間の創出，歩道の段差解消

や障害物撤去等，人がまち歩きをしやすく，回遊性を高める取組を推進します。 

■３３■ ユニバーサルデザインの考え方に基づく歩道のバリアフリー化 

(1) 中心市街地内や駅周辺等の拠点内の主要な歩道では，ユニバーサルデザインの考え方

に基づき，バリアフリー化を推進します。 

(2) 主要な道路の整備に当たっては，ユニバーサルデザインの考え方を導入し，全ての人

が安全でストレスがなく通行できるよう，段差の解消やサイン等の整備を行います。 

(3) 最も身近な交通手段である徒歩や自転車を利用する際の「安全・安心・快適」を確保

するため，歩行者や自転車の通行空間を整備します。 

 

■３４■ 歩きやすい歩行環境整備に向けた無電柱化の促進 

(1) 無電柱化の対象路線は，無電柱化が完了していない全ての市道とします。このうち，

現道の無電柱化においては，無電柱化の３つの目的（都市防災機能の強化・安全で快適

な歩行空間の確保・良好な都市景観の創出）を達成する視点から，無電柱化の緊急性が

高い路線から無電柱化を進めます。 

(2) 加えて，都市の骨格を形成するための幹線道路であり，市内の円滑で安全な交通の確

保や防災性の向上において重要な役割を担う都市計画道路については，原則として無電

柱化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            出典）調布市無電柱化推進計画 
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 施策実施方針１６ 利用マナーの向上 
   

 

自動車や自転車だけでなく，歩行者においてもマナーを向上し事故の防止を目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・歩行時のマナー向上への啓発活動 

・踏切以外の安全な経路の案内 

■３５■ 歩行時のマナー向上への啓発活動 

信号や横断歩道，歩行ルール等について情報提供や啓発活動を行い，交通安全意識と歩行者

マナーの向上を推進します。 

■３６■ 踏切以外の安全な経路の案内 

既存地下道などの踏切の遮断に左右されない経路に関する案内情報を提示し，目的に沿った

歩行者の誘導を促進します。 

 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

安全・安

心な歩行

空間の確

保 

安全な歩行空間

の確保 

歩行時の快適性向上に向けた空間整備      あ        

駅までの主要な歩行経路の確保【再掲】                 

ユニバーサルデザインの考え方に基づく歩道の

バリアフリー化 
                

歩きやすい歩行環境整備に向けた無電柱化の促

進 
     あ        

利用マナーの向

上 

歩行時のマナー向上への啓発活動              

踏切以外の安全な経路の案内              

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本交通施策４－２ 高齢者・障害者等の外出支援 
 

 施策実施方針１７ 高齢者や障害者などが利用しやすいサービスの検討 
   

 

高齢者や障害者などの安全・快適な移動を支援し，誰もが外出しやすい環境づくりを推進

します。 

 

【関連する実施施策】 

・新たなモビリティ等の活用による移動手段の確保【再掲】 

・地域との協働による新たな公共交通の導入検討 

・ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の促進【再掲】 

・公共交通機関の利用環境の整備 

・利用しやすい移動支援施策の充実 

・心のバリアフリーの実践に向けた取組の促進 

■３７■ 地域との協働による新たな公共交通の導入検討 

施設間を結ぶ公共交通の運行要望が高い地域などについては，乗合タクシーなど適切な運行

形態のもと地域との協働による公共交通の導入を検討します。 

 

■３８■ 公共交通機関の利用環境の整備 

(1) 路線バス・ミニバスの運行におけるノンステップバスの導入を進め，誰もが利用しやすい

環境を整備し社会参加の促進を図ります。 

(2) 特に，鉄道駅等の交通結節点における公共交通と福祉輸送サービスとの円滑な乗継ぎ方策

について，関係者と協議しながら検討し，可能なものから実現を目指します。 

 

■３９■ 利用しやすい移動支援施策の充実 

(1) ＩＣＴ等最新技術の活用も含めた各種施策の連携による利用環境の充実について検討しま

す。 

(2) 車いすやストレッチャーを利用する方を含め，個々の利用者のニーズに応じた交通手段の

確保を支援します。 

(3) 障害者を対象とした福祉タクシー券事業について，福祉タクシー券のありかた検討委員会

の検討結果を踏まえ，個々の利用者のニーズに対応できるよう検討します。 

(4) ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）について，車いす等でも利用が可能であ

ることを周知・啓発し，誰もが利用しやすい交通手段の一つとして利用を促していきます。 

(5) また，高齢者・障害者の自立した生活を促進するための外出支援施策として，シニアカ

ー・電動車いすのシェアリングなどによる生活圏の拡大を検討します。 

■４０■ 心のバリアフリーの実践に向けた取組の促進 

(1) 共生社会の充実に向け，「パラハートちょうふ」のキャッチフレーズを掲げ，市民に心の

バリアフリーの促進に協力いただけるよう啓発に努めるとともに，不特定多数の利用が見込

まれる施設の施設設置管理者等に，より利用しやすい環境づくりの推進に協力いただけるよ

う，積極的に働きかけていきます。 

(2) また，調布市バリアフリー基本構想では，調布市が主体となり，「教育啓発特定事業」及

び「人的対応・接遇に関する事業」を位置付け，市全域における心のバリアフリーの促進に

取り組んでいきます。 

(3) 高齢者等に対して，現在行われているＩＣＴ等の利用方法講座等を活用して，公共交通の

情報提供ウェブサイトへのアクセス方法や予約システムの利用方法などの使い方講座など行

うことを検討します。 
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出典）ＵＤタクシーについて (一社)東京ハイヤー・タクシー協会ホームページ 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

高齢者・

障害者等

の外出支

援 

高齢者や障害者

などが利用しや

すいサービスの

検討 

新たなモビリティ等の活用による移動手段の確

保【再掲】 
                

地域との協働による新たな公共交通の導入検討              

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリ

アフリー化の促進【再掲】 
             

公共交通機関の利用環境の整備              

利用しやすい移動支援施策の充実              

心のバリアフリーの実践に向けた取組の促進              

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 

【事例】鎌倉市でのＩＣＴを活用した歩行支援システムの整備 

・市内の主要観光エリアのネットワークデータを整備するとともに，公共施設や観光施設等のバリアフリ

ー情報を付加した施設データの整備を始めている。 

 

【事例】高槻市での高齢者ＩＣＴ推進事業 

・老人福祉センターでスマートフォンの使い方やリモート活動の展開，市が運営するＳＮＳへの登録方

法等を伝える講座が行われている。 

 

【事例】朝霞市の障害者移動支援施策 

・重度障害者の生活圏の拡大と社会参加の促進をはかるため，福祉タクシー券の交付，バス・鉄道共通カ

ードの利用料の助成，又は自動車燃料費の補助の内どれか１つを補助している。 
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基本交通施策４－３ 自転車利用環境の整備 
 

 施策実施方針１８ 自転車通行空間の整備 
   

 

利用実態に合わせた市内の安全な自転車ネットワークの構築，まちづくりや道路整備と併

せた計画的な自転車通行空間の整備により，誰もが安全かつ快適に自転車で移動できる環境

づくりを推進します。 

 

【関連する実施施策】 

・自転車ネットワークの構築，通行空間の整備とわかりやすい明示 

■４１■ 自転車ネットワークの構築，通行空間の整備とわかりやすい明示 

(1) 自転車利用実態に合わせて，市内の自転車ネットワークを構築し，日常的な移動での利便

性向上を図ります。 

(2) 都市計画道路の整備，改修に合わせて，道路空間の再配分などにより通行空間の確保を検

討します。 

(3) また，子どもや高齢者にもわかりやすい自転車通行空間のサインを表示し，通行空間の

利便性向上と歩行者の安全性の向上を図ります。 

(4) 市外からの来訪者にも利用しやすく楽しめる環境を創出するため，近隣自治体とも連携

し自転車マップの作成，ルールやサイン計画などについて検討します。 

 
 

 施策実施方針１９ 自転車等駐車場などの環境整備 
   

 

自転車等駐車場について，適正な運用を推進するとともに，鉄道事業者・施設設置者等に

よる自転車等駐車場の設置を推進します。 

また，通行の妨げとなる放置自転車の撤去を継続します。 

 

【関連する実施施策】 

・放置自転車対策 

・自転車等駐車場整備 

・路上自転車等駐車場の設置検討（調布駅など） 

・自転車通行空間のサインの表示 

・シェアサイクルステーションの拡充（公共施設等への設置） 

■４２■ 放置自転車対策 

(1) 商店街周辺に設置された調布市立有料自転車等駐車場の一部を商店街等に有償で貸与す

ることについて，商店街等と協議します。 

(2) また，鉄道事業者・民間事業者による設置の推進など，関係機関と市が協働し，利用し

やすく効率的な整備手法を検討します。 

(3) 歩行者のバリアとなっている違法駐輪について，心のバリアフリーの推進に加え，関係

機関と協議・調整を行いながら，「自転車等放置禁止区域」の生活関連経路における対応

（違法駐輪の撤去や啓発案内等）を継続して実施します。加えて，自転車利用マナーの向

上への啓発活動も実施します。 
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■４３■ 自転車等駐車場整備 

(1) 公共交通までの交通手段として自転車が利用しやすいよう，乗換拠点での自転車等駐車

場の設置を推進します。 

(2) 一般的なサイクルラックに停めにくい大型自転車の増加に伴い，平置き式の駐輪スペー

スの設置や利用ルール設定などの必要性を検討します。 

(3) 自転車の駐輪状況をみながら，１２５ｃｃ以下の自動二輪車及び原動機付自転車につい

て，運用の中で１２５ｃｃ以下の自動二輪車及び原動機付自転車のための駐車スペースの

調整を図ります。 

 

■４４■ 路上自転車等駐車場の設置検討（調布駅など） 

(1) 道路法施行令の改正により，道路上への自転車等駐車場の設置が可能となったことに伴

い，公安委員会等と協議を行い，道路上への駐車施設設置について検討します。 

(2) 買い物利用による短時間の駐輪需要に対応するため，路上自転車等駐車場について検討

を進めます。 

■４５■ 自転車通行空間のサインの表示 

近隣自治体との連続した通行を想定し，通行空間のサインの共通化を検討します。 

 

■４６■ シェアサイクルステーションの拡充（公共施設等への設置） 

市内移動の利便性向上と来訪者の回遊性向上を図るため，民間事業者と連携し，シェアサイ

クルステーションを拡充します。 

 
 

 施策実施方針２０ 自転車利用マナーの向上 
   

 

歩行者・自転車利用者・自動車いずれも安全で安心な移動環境の確保のため，利用者マナ

ーの向上に向けた啓発活動などを行います。 

 

【関連する実施施策】 

・利用マナー向上への啓発活動 

・各種機関との連携による放置自転車防止，自転車等駐車場への案内・誘導など 

■４７■ 利用マナー向上への啓発活動 

(1) 交通意識の高揚と自転車利用に関するルール・

マナー向上を図るため，自転車安全利用講習会の

開催や様々な媒体を活用した広報啓発に取り組み

ます。 

(2) ロードサイクル利用者に向けたルール・マナー

向上を図るため，様々な媒体を活用した広報啓発

に取り組みます。 

 

出典）自転車安全利用講習会 パンフレット   

■４８■ 各種機関との連携による放置自転車防止，自転車等駐車場への案内・誘導など 

鉄道事業者や企業など各種機関と連携し，適切な案内による自転車等駐車場への誘導について

検討します。 
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事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

自転車利

用環境の

整備 

自転車通行空間

の整備 

自転車ネットワークの構築，通行空間の整備とわ

かりやすい明示 
             

自転車等駐車場

などの環境整備 

放置自転車対策              

自転車等駐車場整備              

路上自転車等駐車場の設置検討（調布駅など）              

自転車通行空間のサインの表示              

シェアサイクルステーションの拡充（公共施設等

への設置） 
             

自転車利用マナ

ーの向上 

利用マナー向上への啓発活動              

各種機関との連携による放置自転車防止，自転車

等駐車場への案内・誘導など 
             

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 
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基本方針５ 活力・魅力を支える中心市街地・拠点の形成 
  

基本交通施策５－１ 中心市街地・駅周辺等の地域の拠点へのアクセス性向上 
 

 施策実施方針２１ 中心市街地・駅周辺等の地域の拠点へのアクセス性向上 
   

 

(1) 調布駅周辺などの中心市街地については，商業等の活性化方策・事業を定めた「まちな

か再生プラン」での取組やその後策定した「調布市中心市街地活性化プラン」での内容を

継続しつつ，新たな技術も活用しながら，更なる活力の維持・向上を図っていきます。 

(2) このほか，駅周辺等の地域の拠点については，アクセス性の強化による活力や魅力向上

を図るとともに，相互の機能を補完するため公共交通による拠点間の連携強化を図ってい

きます。 

 

【関連する実施施策】 

・まちづくりと一体となった交通結節機能の強化【再掲】 

・適切な公共交通ネットワークの構築【再掲】 

・徒歩・自転車によるアクセス環境の整備 

■４９■ 徒歩・自転車によるアクセス環境の整備 

(1) 徒歩や自転車でも中心市街地や市内各拠点へ安全・快適に移動できる経路の確保を推進

します。 

(2) 自転車専用通行帯や自動車道の検討，自転車駐車場（駐輪場）の設置など，自転車の利

用環境の整備を推進します。 

 

 

  

 施策実施方針２２ 駅周辺での交通混雑の緩和  
   

 

駅周辺での交通混雑緩和に向けて，駐車場の効果的な運用，荷捌き車両や違法駐車への対

策を進めます。 

 

【関連する実施施策】 

・荷捌き車両等向け駐停車空間の確保の促進 

・違法駐車・放置自転車対策の推進 

■５０■ 荷捌き車両等向け駐停車空間の確保の促進 

駐車場事業者と協力して，交通渋滞の一因となる路上での荷捌き行為を解消するため，「荷

捌き可能駐車場」の設置や時間帯による路上での荷捌き対策等を検討し，必要な整備を進めま

す。 

【事例】東京都でのコインパーキングを活用した「荷さばき可能駐車場」の確保 

・東京都では，駐車場事業者の協力を得て，ど

の駐車マスでも荷捌き可能な駐車場を「荷さ

ばき可能駐車場」として指定している。 

 

 

 

 
 

出典）東京都ホームページ 
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■５１■ 違法駐車・放置自転車対策の推進 

(1) 歩行者や自転車交通の多い経路において違法駐車防止重点地域を設定し，違法駐車対策

の推進を行います。 

(2) 自転車等駐車場整備やパトロールの強化，放置自転車の撤去などを推進し，安全で魅力

的なまちづくりを進めます。 

 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

中心市街

地・駅周

辺等の地

域の拠点

へのアク

セス性向

上 

中心市街地・駅

周辺等の地域の

拠点へのアクセ

ス性向上 

まちづくりと一体となった交通結節機能の強化

【再掲】 
             

適切な公共交通ネットワークの構築【再掲】      あ        

徒歩・自転車によるアクセス環境の整備              

駅周辺での交通

混雑の緩和 

荷捌き車両等向け駐停車空間の確保の促進  あ              

違法駐車・放置自転車対策の推進              

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用） 

  



第３章 基本目標と施策体系 

89 

  

基本交通施策５－２ 中心市街地・駅周辺等の地域の拠点での回遊性の向上 
 

 施策実施方針２３ 安心して移動・回遊できる空間整備 
   

 

歩行者交通量の多い中心市街地・駅周辺等の地域の拠点では，まちづくりと一体となった

歩行空間の整備による快適性の向上，回遊性の向上を進めます。 

 

【関連する実施施策】 

・まちづくりと一体となった交通結節点でのにぎわい・憩い空間の創出 

・鉄道敷地を活用した歩行空間の確保・整備 

・憩いの空間などの整備による回遊性の向上 

・民間との協働等による空間創出，空間の快適性向上 

・民間との協働等による回遊性向上に向けた道路空間等の活用 

■５２■ まちづくりと一体となった交通結節点でのにぎわい・憩い空間の創出 

拠点を中心とした駅前広場の整備では，休憩できるスペースや施設の設置を検討し，ゆとり

ある駅前空間の創出を図ります。 

■５３■ 鉄道敷地を活用した歩行空間の確保・整備 

鉄道敷地を活用した新たな緑道を整備し，中心市街地内の最も重要な移動経路として安全な

歩行空間の整備を推進します。 

 

■５４■ 憩いの空間などの整備による回遊性の向上 

(1) 駅前広場を中心に多目的に利用できる憩いの空間を整備し，誰もが気軽に楽しめる周辺

のみちづくりと一体となった歩行者空間の創出により，駅を中心としたまちなかの回遊性

の向上を図ります。 

(2) 駅周辺の交通環境の変化に合わせ，歩行者・自転車・車の分離や動線の在り方を検討し

ます。 

 

■５５■ 民間との協働等による空間創出，空間の快適性向上 

(1) 都市再生整備計画の区域内で，歩行者の交流・滞在空間の創出を推進します。 

(2) さらに，駐車場出入口の見直しや民地の活用も視野に入れて，人中心の空間づくりの在

り方を検討します。 

■５６■ 民間との協働等による回遊性向上に向けた道路空間等の活用 

道路占用許可制度を活用し，道路や地下道の空間を利用したオープンカフェの展開等，まち

の回遊性・にぎわいを高める取組を促進します。 
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 施策実施方針２４ 魅力的な街並みの創出  
   

 

魅力ある中心市街地や拠点の形成のため，歩行空間や交通結節点の整備においても魅力的

空間の創出を目指します。 

 

【関連する実施施策】 

・魅力的な駅前広場の整備 

・鉄道敷地を有効活用した魅力的な空間の創出 

■５７■ 魅力的な駅前広場の整備 

駅前広場は交通結節点の機能に加えて，魅力的な交流スペースを設置し，中心市街地や拠点

の回遊性と魅力の向上を図ります。 

■５８■ 鉄道敷地を有効活用した魅力的な空間の創出 

鉄道敷地を活用して緑道を整備し，魅力的な景観と歩いてみたくなる街並みの整備を促進し

ます。 

 

事業スケジュール 

基本交通

施策 
施策実施方針 実施施策 

施策実施時期 

令和５（２０２３）

年度以降 

短期 中長期 

中心市街

地・駅周

辺等の地

域の拠点

での回遊

性の向上 

安心して移動・

回遊できる空間

整備 

まちづくりと一体となった交通結節点でのにぎ

わい・憩い空間の創出 
                

鉄道敷地を活用した歩行空間の確保・整備                 

憩いの空間などの整備による回遊性の向上                 

民間との協働等による空間創出，空間の快適性向

上 
     あ        

民間との協働等による回遊性向上に向けた道路

空間等の活用 
     あ        

魅力的な街並み

の創出 

魅力的な駅前広場の整備              

鉄道敷地を有効活用した魅力的な空間の創出                 

（   ：施策の準備・検討   ：施策の展開・実施   ：実施した施策の継続・運用）
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成果指標の設定と目標水準 

成果指標の見直し 

計画の進捗状況を把握するため，成果指標を設定し，定期的に指標を確認します。本計画の改定

に当たり，現時点での達成状況の評価ができない指標については，数値算出方法の変更や成果指標

を見直し下表のとおり設定します。 

必要な項目については意識調査等を実施し，導入効果や目標の達成度を確認しながら，進捗状況

に応じて計画を見直し，実態に即した着実な推進を図ります。 

なお，成果指標の算出方法は，資料編（１１４ページ）に整理しています。 

表 成果指標（１/２） 

基本方針 基本交通施策 指標 
計画策定時

の現況値 

計画改定時

の現況値 

目標値 

(R12/2030) 

１ 

便利で快適な

交通環境の確

保 

効率的な公共

交通ネットワ

ークの実現 

1 
ミニバス利用者数 

[万人/年] 

75.0 

(H21/2009) 

73.6 

(R3/2021) 
80.0 

2 
公共交通利用数 

[万トリップエンド/日] 

31.6 

(H20/2008) 

30.1 

(H30/2018) 
35.0 

3 
公共交通分担率(代表交通手段) 

[%] 

35.2 

(H20/2008) 

38.3 

(H30/2018) 
38 

4 
公共交通に対する満足度 

[%] 

76.8 

(H21/2009) 

77.5 

(R3/2021) 
80 

公共交通利用

環境の整備 
5 

★バリアフリー特定事業計画に

おける公共交通特定事業の完了

率 

[%] 

- 

100 

(R2/2020) 

※1 

100 

※2 

２ 

環境負荷の少

ない交通機関

の整備 

環境に配慮し

た自動車利用

の実現 

6 
自動車分担率(代表交通手段) 

[%] 

16.0 

(H20/2008) 

12.0 

(H30/2018) 
12 

環境に配慮し

た移動手段の

充実 

7 
運輸部門ＣＯ２排出量 

[万t-ＣＯ２] 

14.0 

(H25/2013) 

※3 

12.1 

(R1/2019) 

9.1 

※3 

３ 

適切に機能分

担された快適

な道路ネット

ワークの構築 

効率的かつ効

果的な広域道

路網の整備 

8 

★自宅等から目的地まで円滑に

移動できる道路ネットワークが

形成されていると感じる市民の

割合 

[%] 

- 
59.6 

(R3/2021) 
70 

地域特性に応

じた地区内道

路網の整備 

9 

★バリアフリー特定事業計画に

おける道路特定事業の完了率 

[%] 

- 

54.8 

(R2/2020) 

※1 

100 

※2 
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表 成果指標（２/２） 

基本方針 基本交通施策 指標 
計画策定時

の現況値 

計画改定時

の現況値 

目標値 

(R12/2030) 

４ 

安全・安心に

移動できる環

境の整備 

安全・安心な

歩行空間の確

保 

10 
歩行空間の満足度 

[%] 

58.0 

(H21/2009) 

62.1 

(R3/2021) 
70 

高齢者・障害

者等の外出支

援 

11 
★高齢者の外出率※4 

[%] 
- 

64.2 

（R1/2019) 
64 

12 
★障害者の外出率※5 

[%] 
- 

58.9 

（R1/2019) 
59 

自転車利用環

境の整備 

13 
自転車通行空間の満足度 

[%] 

29 

(H21/2009) 

31.8 

(R3/2021) 
60.0 

14 
自転車通行空間の整備延長 

[km] 

10.4 

(H21/2009) 

36.2 

(R2/2020) 
48 

15 

適正な自転車等駐車場の整備済

駅数 

[駅] 

5 

(H22/2010) 

7 

(R2/2020) 
9 

５ 

活力・魅力を

支える中心市

街地・拠点の

形成 

中心市街地・

駅周辺等の地

域の拠点への

アクセス性 

向上 

16 

★駅周辺の利便性が高いと感じ

ている市民の割合 

[%] 

- 
71.1 

(R3/2021) 
80 

中心市街地・

駅周辺等の地

域の拠点での

回遊性の向上 

17 

★中心市街地が魅力的であると

感じている市民の割合 

[%] 

- 
68.3 

(R3/2021) 
80 

18 
★中心市街地歩行者通行量 

[万トリップエンド/日] 
- 

10.4 

(H30/2018) 
10.4 

※ ★印は，計画の見直しに伴い，新しく設定した成果指標 

※１ 調布市バリアフリー特定事業計画（平成２５（２０１３）年３月策定。目標年次は令和２（２０２０）

年度）に基づく数値 

※２ 調布市バリアフリー特定事業計画（令和５（２０２３）年３月策定。目標年次は令和１２（２０３０）

年度）に基づく数値 

※３ 総合交通計画策定後，令和３（２０２１）年３月に新しい調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

が策定されたため，当該計画における基準値，目標値を引用 

※４ 調布市市民福祉ニーズ調査（高齢者）から引用 

※５ 調布市市民福祉ニーズ調査（障害者・１８歳以上）から引用  
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計画の推進に向けて 

施策展開の具体化と推進方策 

本計画は今後実施すべき交通施策の基本方針を示したものであるため，各施策の実施に向けては

個別計画に基づき，着実に推進する必要があります。 

また，厳しい財政状況の中では，様々な観点から施策の重要性を検討のうえ，効果の高いものか

ら優先的に実施し，選択と集中により効率的に施策を展開することが重要です。 

 

施策展開の具体化と個別計画への反映 

施策を具体化し実現性や実効性を高めるため，交通施策の基本方針を踏まえ，（仮称）調布市地域

公共交通計画や自転車活用推進計画等のより詳細な個別計画を新たに策定します。 

個別計画の策定に当たっては，基本交通施策や実施施策ごとに関係機関や専門家，地域の住民等

と連携しながら，地域課題の解決に向けた有効な手法について検討します。 

また，計画目標の達成に向けて効果的・効率的な事業計画とするため，限られた財源の重点的か

つ効果的な投資，既存ストックの活用など，市の財政運営にも配慮します。 

 

推進方策 

交通施策の実施には，都市基盤整備をはじめ，多額の経費を必要とする事業もあるため，効果的・

効率的な事業の実施やソフト施策との連携を図りながら，まちづくりや市民生活などの様々な観点

から効果が得られるよう，計画を推進することが必要です。 

現在事業中又は個別計画に定めた交通施策については，着実な推進に向けて予算化や関係機関と

の協議・調整を進めます。それ以外の各施策についても市の財政運営などに配慮しつつ，個別計画

の策定などを含め，調布市基本計画とも整合を図り，交通施策を推進します。 

また，幹線道路や公共交通などの交通施策については広域的な視点に立って施策展開していくこ

とが重要で，東京都や周辺市区との連携強化を図ります。 
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図 交通施策の推進フロー 
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計画の進行管理 

本計画における施策の実施に当たっては，定期的に施策の進捗状況，導入効果，目標達成度など

を確認します。 

また，調布市公共交通活性化協議会において，施策に応じて進捗状況や検討状況を確認するとと

もに，市のホームページ等を通じて公表することにより，透明性や公平性を確保しつつ進めていき

ます。 

 

計画の評価・検証 

本計画の評価・検証に当たり，関連計画の変更や社会情勢の変化等を適時・適切に捉えることも

重要です。計画の策定（Ｐｌａｎ），個別計画等による実行（Ｄｏ），収集した成果指標による評価

（Ｃｈｅｃｋ），評価を基に時代にふさわしいプランとなるよう改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行うＰＤＣ

Ａサイクルにより，時代に適した方法で計画を推進していきます。 

 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

  

Plan Do

Check

PDCA
サイクル

○ 成果指標の収集
○ 施策の進捗の確認
○ 施策実施効果の確認

○ 総合交通計画（本計画）
の策定

○ 個別計画などの策定

○ 個別計画などに基づく
施策の実施・展開

市民への公表

市民意見の反映

Action
○ 計画の見直し
○ 社会情勢などに適した

施策展開の検討
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計画の推進に向けた協働体制の確立と市民参加 

本計画の着実な実施に当たっては，市民・関係事業者・行政などの連携のための協働体制を整え，

関連主体・組織間，各制度・政策間の整合を図りつつ円滑な実現を図ることが必要です。 

特に，交通施策に直接関連する交通事業者や関係機関とのコミュニケーションの場を積極的に設

け，施策の実現に向けた個別計画策定時の参画など，協働して推進する体制を構築します。 

このため，市民・事業者，交通事業者，行政の役割分担・連携の在り方を明確にするとともに，関

係者で構成される調布市公共交通活性化協議会やその作業部会において，本計画の進捗状況を確認

します。 

交通施策の検討や実施の際は，自治会・市民団体や民間企業等を含めた市民の理解，参加，協力が

不可欠です。交通施策の検討状況や計画の進捗状況などの情報を公開し，様々な意見を収集しなが

ら，計画を推進していきます。 

また，交通施策の実施段階においては，広く市民に周知しながら，市民の協力や自発的な取組の

促進・支援を図ります。 

 

 

図 本計画の関係者の役割分担 

 

 

図 進捗管理に関する体制のイメージ 

  

交通事業者
○本計画に基づいた施策・事業の展開
○持続可能な公共交通に向けた検討

調布市
○計画全体を進行
○計画の管理及び事業の推進
○公共交通の確保・維持に向けた検討
○他分野との連携による市全体での
取組の推進

国・東京都等の行政機関
○法律等に基づく公共交通に係る指導・
助言のほか，公共交通の確保・維持・
改善のための支援など

市民・事業者
○公共交通の積極的な利用
○公共交通の改善に向けて積極的な
意見・アイデアを発案

○公共交通の確保・維持に向けた取組の
展開
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資料編 

市民等のニーズ 

計画の改定に当たり，公共交通に対する市民や来訪者のニーズ，課題と感じている事項を把握

するため，アンケートを実施しました。アンケートにより把握した事項を整理します。 

 

アンケートの実施概要 

以下のとおり，アンケートを実施しました。 

 

 市民 来訪者 
特定世代 

(子育て・高齢者) 
障害者 

対象 

・調布市内在住者 

・16 歳以上 

・対象者は無作為抽出 

・同一世帯は１票のみ

抽出 

・WEB アンケートのモ

ニター 

・1 都 3 県在住者 

・公共交通で調布市に

来訪したことがある

方 

市の窓口及び関係施設

の利用者 

調布市バリアフリー基本

構想策定に係る調査業務

におけるアンケートの調

査結果から障害者の意見

を整理し把握 

方法 郵送配布・郵送回収 WEB アンケート 

施設等へのアンケート

の調査票の配架，回収

箱の設置 

郵送配布・郵送回収 

※ 一部，WEB アンケート，

聞取り調査も含む 

回収 

票数 
1,514/3,000 票 500 票 322/554 票 153/387 票 

時期 
令和 3(2021)年 

3 月 26 日～4 月 15 日 

令和 3（2021）年 

4 月 23 日～4 月 26 日 

令和 3(2021)年 

5 月 10 日～6 月 10 日 

令和 2(2020)年 12 月 7 日 

～令和 3(2021)年 1 月 8 日 

※ Web アンケートは，令和

3(2021)年 1 月 20 日までの

間，実施 
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市民アンケート 

(1) 回答者の属性 

ア 性別は「男性」４４％，「女性」５５％で，年齢は「４０代」の１９％が最も多く，次いで

「５０代」の１７％です。どの年代からも回答をいただけています。 

イ 居住地では「国領町」の割合が高く，その他の地域も５％程度ずつの回答があります。 

路線バス・ミニバスの利用頻度は「利用しない」が２１％，「年に数回程度」まで合わせると

６０％以上となります。週に１回以上利用している方の割合は２０％以下です。 

ウ 車の利用状況は「車は無い，又はあっても利用しない」割合が５８％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

44% 55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 その他 無回答

n=15031-① 性別

3% 8% 13% 19% 17% 7% 9% 9% 6% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代 20代 30代 40代
50代 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳
75歳～79歳 80歳以上 無回答

n=15071-② 年齢

21% 13% 30% 21% 4% 6% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用しない これまでに数回程度
年に数回程度 月に数回程度
週に1回以上 週に２～３回
週に５回以上

n=15011-⑧ バスの利用頻度

4%
4%

4%
11%

4%
3%

4%

3%
3%

5%
3%

2%
2%

7%
8%

5%
3%

6%
2%

4%
6%

3%
1%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

入間町
上石原
菊野台
国領町
小島町
佐須町
柴崎

下石原
深大寺北町
深大寺東町
深大寺南町
深大寺元町

仙川町
染地

多摩川
調布ケ丘
飛田給

西つつじケ丘
東つつじケ丘

西町
野水

富士見町
布田

緑ケ丘
八雲台
若葉町

n=15101-③ お住まい

19% 22% 58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分専用の車がある
家族共用の車があり，自分も運転している
車は無い，またはあっても自分は運転しない

1-⑩ 自家用車の有無 n=1477

居 住 地 

年 齢 

性 別 

バスの利用頻度 自家用車の有無 
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 (2) 交通政策に対する優先度 

ア 「高齢者・障害者や子ども連れなど誰もが移動しやすい交通環境」を多くが望んでいます。 

イ 鉄道駅等での施策と比較して，歩行環境及び自転車通行環境の確保が特に重要とされてい

ます。 

ウ 自由意見については，歩道の改善や自転車通行環境の確保，自転車利用者のマナー改善等を

求める意見が多くなっています。 

 

 

※１位：３点 ２位：２点 ３位：１点と得点を付加・総得点数に対する割合 

 

  

  

6%

11%

8%

13%

13%

4%

18%

5%

6%

14%

0% 5% 10% 15% 20%

幹線道路の整備

生活道路の整備

公共交通の利便性向上

歩行空間の充実

自転車利用環境の向上（走行空間・駐輪場・ラックの改善）

地球環境問題への対応

高齢者・障害者や子供連れなど誰もが移動しやすい交通環境

中心市街地や商店街における賑わいづくり

多様な交通手段を快適に乗り継げる交通環境

災害に強い交通環境

1位 2位 3位

５ 重要と考える施策

34%

34%

50%

67%

15%

26%

8%

駅周辺での渋滞

幹線道路での渋滞

生活道路の安全性

歩行者・自転車との錯綜

駐車場の不足

駅周辺等での路上駐車や

荷捌き車両による通行への影響

駐車場の入庫待ち車両による影響

0% 20% 40% 60% 80%

n=1329４【自動車交通】改善が必要と考える事項

75%

33%

18%

59%

12%

19%

14%

歩道が狭い

歩道の段差

歩道の舗装

歩道での自転車の走行

駐車場からの車の出入り等による

危険

路上駐輪による通行への影響

ベンチ等の休憩場所の不足

0% 20% 40% 60% 80%

n=1416４【歩行環境】改善が必要と考える事項

63%

23%

33%

20%

12%

17%

54%

14%

道路での走行がしにくい

走行位置がわからない

駐輪場の不足

路上駐車による通行への影響

路上駐輪による通行への影響

舗装の悪さ

自転車利用者のマナー

駐輪場のラック（車輪を固定する部

分）の使いにくさ

0% 20% 40% 60% 80%

n=1345４【自転車環境】改善が必要と考える事項

33%

33%

20%

25%

9%

29%

36%

25%

バリアフリー対応

鉄道やバス運行に関する情報提供

鉄道とバス・タクシーの乗換え案内

バス乗り場の環境（屋根・広さ）

タクシー乗り場の環境（屋根・広さ）

歩行者同士の錯綜

駐輪場の不足

各種案内情報（乗り場，周辺案内等）

0% 20% 40% 60% 80%

n=1187４【鉄道駅での乗換え環境】改善が必要な事項

重要と考える施策 

【自動車交通】 改善が必要な事項 【歩行環境】 改善が必要な事項 

【自転車環境】 改善が必要な事項 【駅での乗換え環境】 改善が必要な事項 
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(3) バス交通に関する意見（路線バス） 

ア 路線バスの各運行仕様に対する満足度は，不満が高い事項は少なく，最も不満が高いのは

“１０）バス停の快適性（ベンチ・上屋）”で３０％です。乗継ぎの距離や定時性に対するは

満足度が高くなっています。 

イ 年数回以上バスを利用している人のみでみても，全体の傾向に大きな違いはなく，各項目の

満足度・不満度は全体よりも高い傾向にあります。 

ウ 地域ごとでの課題をみると，以下のような状況がみられます。 

(ｱ) 仙川ゾーン ：駅とバス停との距離に対する不満度が高い 

(ｲ) 深大寺ゾーン：定時性に対する満足度が低い 

(ｳ) 柴崎ゾーン ：運行ルートに対する満足度が低い 

エ 自由意見では，中央線や小田急線など鉄道路線と接続をする南北方向の路線を要望する意

見が多くなっています。その他，柴崎駅への路線の接続や仙川駅でのバス停と駅前広場との距

離について改善を求める意見があります。 

 

   
  

5%

2%

5%

3%

6%

3%

2%

2%

2%

9%

6%

5%

15%

7%

12%

13%

12%

10%

6%

6%

7%

21%

18%

16%

39%

54%

50%

39%

41%

46%

63%

44%

70%

46%

50%

51%

26%

17%

16%

31%

26%

23%

17%

28%

13%

18%

18%

19%

16%

20%

16%

15%

15%

17%

11%

20%

7%

7%

8%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1）運行本数・頻度（n=1292）

2）始発時間 （n=1260）

3）終発時間 （n=1263）

4）運行時間の正確さ（定時性） （n=1275）

5）運行路線（ルート） （n=1278）

6）運賃 （n=1270）

7）鉄道との乗り継ぎダイヤ （n=1259）

8）駅でのバスから鉄道への乗り継ぎ距離

（n=1258）

9）バス相互の乗り継ぎ（n=1246）

10）バス停の快適性（ベンチ・上屋）（n=1266）

11）運行に関する情報（路線図・遅れ等）

（n=1270）

12）路線のわかりやすさ（n=1278）

不満 やや不満 どちらともいえない やや満足 満足

3-① 路線バス_満足度

5%

3%

6%

4%

6%

4%

2%

2%

2%

10%

6%

5%

17%

9%

14%

15%

13%

10%

7%

7%

8%

24%

20%

17%

30%

46%

42%

29%

33%

40%

58%

36%

67%

39%

44%

46%

30%

20%

18%

37%

30%

26%

21%

33%

15%

20%

22%

23%

18%

23%

19%

16%

18%

20%

12%

22%

8%

7%

8%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3-①路線バス_満足度×年数回以上利用路線バス 満足度（全体） 路線バス 満足度（利用者のみ） 
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※１位：３点 ２位：２点 ３位：１点と得点を付加・総得点数に対する割合 

  

28%
2%

4%
17%

12%
8%

3%
3%

2%
4%

8%
7%

0% 10% 20% 30% 40%

運行本数・頻度

始発時間

終発時間

運行時間の正確さ（定時性）

運行路線（ルート）

運賃

鉄道との乗り継ぎダイヤ

駅でのバスから鉄道への乗り継ぎ距離

バス相互の乗り継ぎ

バス停の快適性（ベンチ・上屋）

運行に関する情報（路線図・遅れ等）

路線のわかりやすさ

1位 2位 3位

3-② 路線バス_重要と思う事項路線バス 重要と思う事項 
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(4) バス交通に関する意見（ミニバス） 

ア ミニバスの利用頻度は「利用したことがない」が７２％と最も多くなっています。 

イ 北路線の利用者が多く，北部地域の居住者以外も利用しています。 

ウ 運行本数に対する重要度が最も高く他の項目と比較しても特に多くなっています。 

 

 
 

 
 

 

※１位：３点 ２位：２点 ３位：１点と得点を付加・総得点数に対する割合 

  

72% 13% 8% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがない これまでに数回程度
年に数回程度 月に数回程度
週に1回以上 週に２～３回
週に５回以上

3-① 調布市ミニバス_利用頻度 n=1449

14%

17%

22%

43%

13%

50%

73%

22%

2%

29%

11%

14%

13%

61%

76%

29%

76%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西調布（n=84）

調布（n=46）

深大寺（n=58）

国領（n=14）

柴崎（n=55）

仙川（n=22）

東路線 西路線 北路線

【調布市ミニバス】 ③利用する路線

33%
3%

7%
5%

9%
9%

3%
1%
1%
1%
1%

4%
8%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

運行本数・頻度

始発時間

終発時間

運行時間の正確さ（定時性）

運行路線（ルート）

運賃

自宅最寄バス停の位置

バス停から目的地までの距離

鉄道との乗り継ぎダイヤ

バスと鉄道との乗り継ぎ距離

バス相互の乗り継ぎ

バス停の快適性（ベンチ・上屋）

車内の混雑度

運行に関する情報（路線図・遅れ等）

1位 2位 3位

3-④ 調布市ミニバス_改善してほしい事項

20% 31% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東路線 西路線 北路線

3-③ 調布市ミニバス_利用する路線 n=280ミニバス 利用頻度 ミニバス 利用路線 

ミニバス 利用路線（居住地別） 
 

ミニバス 改善してほしい事項 
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(5) 新たな施策について 

ア シェアサイクルを利用したことがある割合は少なく，利用者の目的は自宅から目的地まで

の移動が多くなっています。 

イ 今後の利用意向は，「ときどき利用したい」方を合わせて３０％弱です。 

 

 

ウ 新たな施策の利用意向では，“１）住宅周辺や近くのスーパー等を循環する小型バス”，

“３）割引のあるバスの乗継ぎ”の利用意向が高くなっています。 

エ 地域別に見ると，深大寺周辺では４）駅から離れるが料金の安い駐車場の利用意向が他の

地域に比べて高くなっています。 

オ 年齢別に見ると，８０歳以上では“１）住宅周辺や近くのスーパー等を循環する小型バス”，

若い世代では“４）駅から離れるが料金の安い駐車場”の利用意向が高くなっています。 

 

 

 
  

3% 97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある 利用したことがない

4-② シェアサイクルの利用有無 n=1459

16%

6%

9%

9%

33%

20%

35%

20%

35%

44%

40%

40%

5%

13%

6%

12%

10%

17%

9%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１）住宅周辺や近くのスーパー等を循環す

る小型バスの利用意向（n=1383）

２）予約して自宅近くから目的地まで乗合

いの公共交通の利用意向（n=1374）

３）割引があるバスの乗り継ぎの利用意向

（n=1372）

４）駅から離れるが料金の安い駐車場の利

用意向（n=1356）

積極的に利用したい どちらかというと利用したい
どちらともいえない できれば利用したくない
全く利用したくない

6-②新たな交通施策について

2% 25% 73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

頻繁に利用したい ときどき利用したい

利用する予定はない

n=14204-④ シェアサイクルの利用意向シェアサイクルの利用有無 シェアサイクルの利用意向 

新たな交通施策の利用意向 
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来訪者アンケート 

(1) 回答者の属性 

ア 性別は「男性」６０％，「女性」４０％，年齢は「４０代」の２９％が最も多く，次いで，

「５０代」が２０％です。どの年代からも回答をいただけています。 

イ 職業は「会社員」の割合が高く，その他の職業も５％～１０％程度の回答があります。 

ウ 来訪の目的は「買い物等の私事」の６９％が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60% 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性

n=500Q1-1 性別

3% 59% 13% 5% 8% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学生 会社員・公務員
アルバイト・パート 自営業
主婦・主夫 無職
その他 無回答

n=500Q1-3 職業

44%

69%

13%

14%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

観光

買物等の私事

業務

親戚・友人等への来訪

通勤・通学

その他

n=500SC3 来訪の目的

1% 12% 18% 29% 20% 8% 4%4%2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代 20代 30代 40代
50代 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳
75歳～79歳 80歳以上

n=500Q1-2 年齢性 別 年 齢 

職 業 

来訪の目的 
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(2) 調布市内での移動の課題 

ア 調布市までの交通手段は鉄道が多く，市内での移動手段は鉄道を除くと「徒歩」，「バス」

の順となっています。 

イ 回答者全体では，移動時に「課題と感じたことは特にない」と回答した割合が約半数を占

め，“道路の渋滞”や“目的地までのバス運行本数”では約２０％となっています。 

ウ 市内をバスで移動した方に限定してみると，「目的地までのバスの運行本数」との回答が

４０％，「道路の渋滞」と回答した割合が２４％と高くなっています。 

 

 

 

  

38% 18% 4% 36% 2% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鉄道 バス 自転車 徒歩 タクシー その他

n=500Q2-2 調布市内での主な交通手段

18%

15%

9%

17%

7%

5%

13%

8%

4%

1%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

道路の渋滞

駅周辺の歩行空間

目的地周辺の歩行空間

目的地までのバスの運行本数

目的地まで行くバスがない

目的地間を移動する際のバスなどの交通手段がない

バス路線がわかりにくい・確認方法がわからない

駅周辺の交通手段の案内がわかりにくい

シェアサイクルの充実

その他：

課題と感じたことは特にない

n=500Q2-5 市内の移動の課題

調布市での主な交通手段 

市内の移動の課題 
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24%

9%

15%

40%

9%

6%

16%

11%

7%

1%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

道路の渋滞

駅周辺の歩行空間

目的地周辺の歩行空間

目的地までのバスの運行本数

目的地まで行くバスがない

目的地間を移動する際のバスなどの交通手段がない

バス路線がわかりにくい・確認方法がわからない

駅周辺の交通手段の案内がわかりにくい

シェアサイクルの充実

その他：

課題と感じたことは特にない

Q2-5.市内の移動の課題（バス利用者のみ） n=88市内の周遊に関する要望（バス利用者） 
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(3) 新たな交通手段の利用意向 

シェアサイクル，自動運転バスに比べて低速バスを利用したい意向が高く，特に，高齢者では

その割合が増加し，８割近くが利用したいと回答しています。 

 

 

 

  

23%

18%

18%

38%

29%

27%

29%

35%

41%

4%

9%

6%

6%

9%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に利用したい どちらかというと利用したい
どちらとも言えない できれば利用したくない
全く利用したくない

Q3-1来訪時に利用したい交通手段 n=500

低速バス

シェアサイクル

自動運転バス

37%

12%

11%

40%

23%

21%

14%

37%

54%

2%

12%

7%

7%

16%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に利用したい どちらかというと利用したい
どちらとも言えない できれば利用したくない
全く利用したくない

Q3-1来訪時に利用したい交通手段 n=57

低速バス

シェアサイクル

自動運転バス

ｎ=57 

来訪時に利用したい交通手段 

来訪時に利用したい交通手段（高齢者） 
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特定世代アンケート 

子育て世代，高齢者世代を以下のとおり区分して集計しました。 

なお，該当しない方の回答結果は全体にのみ含まれています。 

子育て世代：４０代以下及び５０代にて子どもと同居している方（回答数１１８票） 

高齢者世代：６５歳以上（回答数１５８票） 

(1) 回答者の属性 

ア 子育て世代の回答者数は４３％，高齢者世代の回答者数は５７％です。性別は，子育て世

代は女性が９０％を占め，高齢者世代は男性が６４％です。 

イ 子育て世代では「３０代」が多く半数以上を占めています。高齢者世代では各年齢から回

答を得ています。 

ウ 世帯構成は，子育て世代では「配偶者・子どもと同居」が８９％，高齢者世代では「配偶 

者と同居」が最も多く半数以上を占めています。 

 

 

 

 

  

43% 57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て施設 高齢者施設

n=276利用施設

9%

64%

41%

90%

35%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 その他 無回答

Q1 性別

子育て世代

（n=118)

全体（n=321)

高齢者世代

（n=158)

13%

8%

54%

34%

89%

22%

45%

3%

8%

6%

2%

2%

6%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人暮らし 配偶者と同居
配偶者・子どもと同居 子どもと同居
親・子どもと同居 親・配偶者と同居
親・配偶者・子どもと同居 その他
無回答

Q5 世帯構成

子育て世代

（n=118)

全体（n=320)

高齢者世代

（n=157)

11%

5%

53%

20%

19%

8%

17%

11% 5%

28%

14%

35%

18%

24%

12%

13%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代 20代 30代 40代
50代 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳
75歳～79歳 80歳以上 無回答

Q2 年齢

子育て世代

（n=118)

全体

（n=319)

高齢者世代

（n=158)

世 代 

性 別 年 齢 

世帯構成 

子育て世代 高齢者世代 
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エ 自家用車の有無は，子育て世代では「車は無い」割合が高く，保有していても「家族共用

の車」の割合が高くなっています。一方で，高齢者世代でも「車は無い」が４３％と最も多

くなっていますが，子育て世代に比べて「自分専用の車」を保有している割合が高くなって

います。 

オ 買い物や移動の主な交通手段で最も多いものは，子育て世代と高齢者世代ともに「自転

車」が約６０％です。その他手段をみると，子育て世代では「自家用車（家族等の送迎）」

が高齢者世代に比べて多く，他方，高齢者世代では「自家用車（自ら運転）」の割合が多く

なっています。 

 

 

  

  

  

5%

25%

18%

33%

20%

26%

27%

11%

18%

34%

43%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分専用の車がある
家族共用の車があり，自分も運転している
車はあるが，自分は運転しない
車は無い

Q6 自家用車の有無

子育て世代

（n=117)

全体（n=319)

高齢者世代

（n=157)

14%

16%

69%

1%

18%

18%

1%

18%

0%

鉄道

バス

自転車

原付・自動二輪

自家用車（自ら運転）

自家用車（家族等の送迎）

タクシー

徒歩のみ

その他

0% 20% 40% 60% 80%

Q9 日々の買い物や移動の主な交通手段
子育て世代（n=98)

15%

23%

62%

2%

27%

5%

2%

23%

2%

鉄道

バス

自転車

原付・自動二輪

自家用車（自ら運転）

自家用車（家族等の送迎）

タクシー

徒歩のみ

その他

0% 20% 40% 60% 80%

Q9 日々の買い物や移動の主な交通手段
高齢者世代（n=149)

自家用車の有無 

買い物や移動の主な交通手段（子育て世代） 買い物や移動の主な交通手段（高齢者世代） 
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(2) 公共交通に関する状況 

ア バスの利用状況をみると，市民アンケートの結果と比較して全体での利用割合が低く，特

に子育て世代の回答者ではその傾向が大きくなっています。 

イ 公共交通環境に関する意見をみると，子育て世代，高齢者世代ともに，市民アンケートと

比較してバス停環境（上屋・ベンチ）への要望割合が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

  

3%

4%

4%

8%

5%

11%

13%

12%

11%

20%

17%

7%

10%

9%

67%

44%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週５日以上 週３～４日 週１～２日
月２～３日 月１日 月１日未満

子育て世代

（n=96)

Q10 日常生活におけるバスの利用頻度

全体（n=279)

高齢者世代

（n=142)

35%

10%

8%

15%

17%

10%

6%

35%

13%

運行本数

始終発の時間

運行遅延

運行ルート

自宅からバス停までの距離

駅での鉄道との乗り継ぎ

バス同士の乗り継ぎ

バス停環境（上屋・ベンチ）

車内環境

0% 20% 40% 60%

Q12 【公共交通】改善が必要と考える事項
子育て世代（n=71)

日常生活におけるバスの利用頻度 

【公共交通】 改善が必要な事項（子育て世代） 

42%

13%

16%

29%

12%

9%

12%

26%

2%

運行本数

始終発の時間

運行遅延

運行ルート

自宅からバス停までの距離

駅での鉄道との乗り継ぎ

バス同士の乗り継ぎ

バス停環境（上屋・ベンチ）

車内環境

0% 20% 40% 60%

Q12 【公共交通】改善が必要と考える事項
高齢者世代（n=97)

【公共交通】 改善が必要な事項（高齢者世代） 
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ウ 自転車環境で改善が必要と考える事項は，子育て世代と高齢者世代ともに「道路での走行

がしにくい」の回答が多くなっています。 

エ 「自転車利用者のマナー」と回答した方は子育て世代では２５％ですが，高齢者世代では

６２％と差がみられます。 

オ 子育て世代では高齢者世代や市民アンケートでの回答に比べて駐輪場の不足や駐輪場ラッ

クの使いにくさに対する改善要望が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

63%

16%

41%

9%

10%

5%

27%

25%

道路での走行がしにくい

走行位置がわからない

駐輪場の不足

路上駐車による通行への影響

舗装の悪さ

路上駐輪による通行への影響

駐輪場のラック（車輪を固定する

部分）の使いにくさ

自転車利用者のマナー

0% 20% 40% 60% 80%

Q14 【自転車環境】改善が必要と考える事項
子育て世代（n=88)

63%

23%

33%

20%

12%

17%

54%

14%

道路での走行がしにくい

走行位置がわからない

駐輪場の不足

路上駐車による通行への影響

路上駐輪による通行への影響

舗装の悪さ

自転車利用者のマナー

駐輪場のラック（車輪を固定する部

分）の使いにくさ

0% 20% 40% 60% 80%

n=1345４【自転車環境】改善が必要な事項

48%

9%

25%

20%

10%

9%

14%

62%

道路での走行がしにくい

走行位置がわからない

駐輪場の不足

路上駐車による通行への影響

舗装の悪さ

路上駐輪による通行への影響

駐輪場のラック（車輪を固定する

部分）の使いにくさ

自転車利用者のマナー

0% 20% 40% 60% 80%

Q14 【自転車環境】改善が必要と考える事項
高齢者世代（n=134)

【自転車環境】 改善が必要な事項（子育て世代） 
 

【自転車環境】 改善が必要な事項（高齢者世代） 

参考：市民アンケート 
【自転車環境】 改善が必要な事項 
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障害者アンケート 

「調布市バリアフリー基本構想策定に係る調査業務」で実施したアンケート結果から障害者の意

見を整理し把握しました。 

 

(1) 回答者の属性 

ア 性別は「男性」３６％，「女性」６１％，年齢は「７５歳以上」が３９％と最も多く，次

いで「５０代」が１５％ですが，どの年代からも回答をいただけています。 

イ 障害の種類は「肢体不自由」が２３％と最も多く，次いで，「知的障害」，「認知症・軽度

認知障害・高次脳機能障害」が１９％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36% 61% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 回答しない

n=148問8 1）(1) 性別

2% 9% 5% 11% 15% 7% 12% 39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20代 30代 40代

50代 60歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上

n=150問8 1）(2) 年齢

23% 7% 11% 8% 19% 10% 6% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

肢体不自由（上肢，下肢，体幹，又はその支援者）

視覚障害（全盲，弱視）

聴覚障害（全聾，難聴）・言語障害

内臓機能障害・難病・虚弱等

知的障害（又はその支援者）

精神障害（又はその支援者）

発達障害（又はその支援者）

認知症・軽度認知障害・高次脳機能障害（又はその支援者）

n=153問8 3）障害の種類

年 齢 

性 別 障害の種類 
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(2) 主な意見 

交通に関する主な意見は次のとおりです。 

項目 意見内容 

バス交通 

直通運行の要望。（つつじヶ丘駅～吉祥寺） 

バス停の段差やガードレールの位置の見直し。スロープ位置の明示。 

点字ブロックの不足。（調布駅） 

コミュニティバスは車両が小さく着席や移動が不便。 

コミュニティバスは振動が大きい。 

タクシー 

バリアフリー対応車両の増加。 

駅からタクシー乗り場までの距離が長い。 

運賃の割引。 

駅前広場 

調布駅では歩行距離が長く歩きにくい。 

自転車が走行しており歩きにくい。自転車の走行を禁止や区分してもらいたい。 

木陰等が少ない。 

歩行環境 

歩道の狭さや傾斜に対する意見。 

無電柱化による歩道環境の改善。 

点字ブロック等の不足。 

舗装の波うちがあり移動しにくい。 

交差点等 一部の信号において青点灯時間が短い。 
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成果指標の算出方法 

１ ミニバスの利用者数 

調布市事務報告書（交通対策課）における「調布市ミニバス３路線利用人数」から引用 
 

２ 公共交通利用数 

東京都市圏パーソントリップ調査の結果から，調布市を発着するトリップのうち，代表交通手

段が「鉄道」又は「バス」のトリップのトリップエンド数を合計して算出 
 

３ 公共交通分担率 

東京都市圏パーソントリップ調査の結果から，調布市を発着するトリップのうち，代表交通手

段が「鉄道」又は「バス」のトリップのトリップエンド数を合計して算出 
 

４ 公共交通に対する満足度 

調布市市民意識調査結果における設問「あなたは，市内の公共交通機関（電車・路線バス・ミニ

バス）について利用しやすいか」で「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した人

の割合を合計して算出 
 

５ バリアフリー特定事業計画における公共交通特定事業の完了率 

バリアフリー特定事業計画の公共交通特定事業において，継続事業を除く特定事業のうち，完

了した特定事業の割合 
 

６ 自動車分担率（代表交通手段） 

東京都市圏パーソントリップ調査の結果から，調布市を発着するトリップのうち，代表交通手

段が「自転車」のトリップのトリップエンド数で合計して算出 
 

７ 運輸部門ＣＯ２排出量 

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」としてＥＣＯネット

６２で公表されている調布市における二酸化炭素排出量（運輸部門）を引用 
 

８ 自宅等から目的地まで円滑に移動できる道路ネットワークが形成されていると感じる市民の割

合 

調布市市民意識調査結果における設問「自宅などから目的地まで円滑に移動ができる道路ネッ

トワークが形成されていると感じているか」で「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と

回答した人の割合を合計して算出 
 

９ バリアフリー特定事業計画における道路特定事業の完了率 

バリアフリー特定事業計画の道路特定事業において，継続事業を除く特定事業のうち，完了し

た特定事業の割合 
 

１０ 歩行者空間の満足度 

調布市市民意識調査結果における設問「あなたは，普段利用する道路について通行しやすいと

感じているか」で，徒歩の項目を「歩きやすい」又は「ある程度歩きやすい」と回答した人の割

合を合計して算出 
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１１ 高齢者の外出率 

調布市市民福祉ニーズ調査（高齢者）における設問「あなたは普段どのくらい外出しますか」

で「仕事や学校で平日は毎日外出する」，「仕事や学校で週に３～４日外出する」，「遊び等で頻繁

に外出する」又は「人づきあいのためにときどき外出する」と回答した人の割合を合計して算出 
 

１２ 障害者の外出率 

調布市市民福祉ニーズ調査（障害者（１８歳以上））における設問「あなたは普段どのくらい

外出しますか」で「仕事や学校で平日は毎日外出する」，「仕事や学校で週に３～４日外出する」，

「遊び等で頻繁に外出する」又は「人づきあいのためにときどき外出する」と回答した人の割合

を合計して算出 
 

１３ 自転車通行空間の満足度 

調布市市民意識調査における設問「あなたは，普段利用する道路について通行しやすいと感じ

ているか」で自転車の項目を「走りやすい」又は「ある程度走りやすい」と回答した人の割合を

合計して算出 
 

１４ 自転車通行空間の整備延長 

計画改定時の現況値に，調布市自転車ネットワーク計画（平成３０（２０１８）年１１月策定）

に定める優先整備路線（Ｉ期）で未整備の路線の延長と事業中の都市計画道路の整備延長を加え

て算出 
 

１５ 適切な自転車等駐車場の整備済駅数 

調布市自転車等対策実施計画改定版（令和３（２０２１）年３月策定）で設定された自転車等

駐車場設置必要量を満たす自転車等駐車場が整備された駅数を合計して算出 
 

１６ 駅周辺の利便性が高いと感じている市民の割合 

調布市市民意識調査における設問「あなたは，その駅の周辺は利便性が高いと思いますか」で

「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合を合計して算出 
 

１７ 中心市街地が魅力的であると感じている市民の割合 

調布市市民意識調査における設問「あなたは，中心市街地（調布・布田・国領）が魅力的な街

であると思いますか」で「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合を

合計して算出 
 

１８ 中心地市街地歩行者通行量 

東京都市圏パーソントリップ調査結果から，調布市中心市街地に該当するゾーンにおけるト

リップのうち，代表交通手段が「徒歩」のトリップのトリップエンド数を合計して算出 
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調布市公共交通活性化協議会設置要綱と委員一覧 

調布市公共交通活性化協議会設置要綱 

○調布市公共交通活性化協議会設置要綱 

令和３年１月27日要綱第６号 

改正 

令和３年12月３日要綱第104号 

令和５年２月27日要綱第12号 

調布市公共交通活性化協議会設置要綱 

第１ 目的 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「法」という。）第６

条第１項の規定に基づき，法第５条に規定する地域公共交通計画（以下「地域公共交通計画」とい

う。）の作成に関する協議及び地域公共交通計画の実施に係る連絡調整を行い，道路運送法（昭和

26年法律第183号）の規定に基づき，調布市内の需要に応じ，住民の生活に必要な旅客運送を確保

し，その他旅客の利便を増進し，各地域の実情に即した旅客輸送を実現し，並びに調布市総合交通

計画（以下「総合交通計画」という。）の策定及び策定後の総合交通計画の円滑な推進に必要な事

項を検討することを目的に，調布市公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

第２ 所掌事項 

協議会は，次に掲げる事項を協議調整するものとする。 

(１) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項 

(２) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

(３) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

(４) 市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

(５) 市町村運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

(６) 総合交通計画の策定及び変更に関する事項 

(７) 総合交通計画の実施に係る連絡調整及び総合交通計画に位置付けられた事業の実施に関す

る事項 

(８) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めた事項 

第３ 組織 

協議会の委員は，市長が依頼し，又は任命する次の各号に掲げる委員23人以内をもって組織す

る。 

(１) 調布市都市整備部長（これに相当する職を含む。） 

(２) 法第２条第２項に規定する公共交通事業者の代表者が当該事業者の社員の中から指名する

者 

(３) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又はその代表

者が当該団体の構成員の中から指名する者 

(４) 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所長が当該事務所の職員の中から指名する者 

(５) 東京都建設局北多摩南部建設事務所長が当該事務所の職員の中から指名する者 

(６) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長が当該支局の職員の中から指名する者 

(７) 東京都都市整備局都市基盤部長が当該部の職員の中から指名する者 

(８) 警視庁調布警察署長が当該警察署の職員の中から指名する者 

(９) 地域公共交通の利用者 

(10) 学識経験者 
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(11) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めた者 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

第４ 任期 

委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員により新たに委員となった者の任期は，

別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，必要があると認めたときは，６月以内の期間を定めて依頼

し，又は任命することができる。 

第５ 会長 

会長は，委員の互選による。 

２ 会長は協議会を代表し，その会務を総括する。 

第６ 副会長 

副会長は，会長が指名する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が不在のときは会長の職務を代理す

る。 

第７ 協議会の運営 

協議会は，会長が招集し，議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員は，都合により協議会を欠席する場合は，代理の者を出席させることができることとし，

代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 協議会の議決方法は，出席委員の過半数の賛同をもって決定することとする。ただし，可否同

数のときは会長の決するところによる。 

５ 協議会は原則として公開とする。ただし，公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障

が生じると認められるときは，非公開で行うものとする。 

６ 協議会は，必要があると認めたときは，委員以外の者に対して，協議会の出席を求めることが

できる。 

第８ 協議結果の取扱い 

協議会において協議が調った事項について，委員はその結果を尊重し，当該事項の誠実な実施

に努めるものとする。 

第９ 作業部会 

協議会は，第２各号に掲げる事項について専門的な調査，検討を行うため，必要に応じて作業部

会を設置することができる。 

２ 作業部会の組織，運営その他必要な事項は，会長が別に定める。 

第10 庶務 

協議会の庶務は，都市整備部交通対策課において処理する。 

第11 その他 

この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，会長が協議会に諮り定め

る。 

附 則 

この要綱は，令和３年３月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月３日要綱第104号） 

この要綱は，令和３年12月６日から施行する。 

附 則（令和５年２月27日要綱第12号） 

この要綱は，令和５年２月28日から施行する。  
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調布市公共交通活性化協議会委員一覧 

氏 名 所 属 備 考 

秋 山 哲 男 学校法人中央大学研究開発機構教授 会長 

長 野 博 一 公立大学法人高崎経済大学地域政策学部准教授 副会長 

高 橋 順 子 社会福祉法人調布市社会福祉協議会地域福祉推進課長 
前任 

橋 本 ゆかり 

佐々木 善 信 ふじみ地区自治会等連合会  

中 島 俊 子 すぎもり地区協議会  

矢 辺 良 子 緑ケ丘・仙川まちづくり協議会  

山 田 啓 文 第三小学校地区まちづくり協議会  

篠 田 貴 宏 京王電鉄株式会社鉄道事業本部計画管理部計画担当課長 
前任 

藤 井 一 郎 

古 谷 弘 文 小田急バス株式会社バス事業本部計画部次長 
前任 

小 泉 裕 樹 

早 田 俊 介 京王電鉄バス株式会社運輸営業部乗合事業担当課長  

米 澤 暁 裕 一般社団法人東京バス協会乗合業務部長 
前任 

依 田  修 

小 池  毅 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会業務部長  

石 井 正 己 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部副支部長  

木 藤 隆 照 京王自動車労働組合調布中央支部支部長  

忠 鉢 康 弘 京王バス労働組合東支部書記長 
前任 

北 代 彰 人 

鈴 木  淳 国土交通省関東運輸局東京運輸支局首席運輸企画専門官（総務企画） 
前任 

谷 口 信 夫 

清 家 裕 之 国土交通省関東運輸局東京運輸支局首席運輸企画専門官（輸送）  

山 田 寛 雄 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所計画課長 
前任 

内 山 淳 二 

飯 箸 俊 一 東京都都市整備局都市基盤部地域公共交通担当課長 
前任 

山 本  諭 

松 村 一 秀 東京都建設局北多摩南部建設事務所管理課長 

前任 

植 木  修 

清 水 直 樹 

片 渕 裕 基 警視庁調布警察署交通課長 
前任 

伊 藤 由佳里 

遠 藤 克 哉 狛江市都市建設部道路交通課長  

代 田 敏 彦 調布市都市整備部外環・交通担当部長 兼 参事 
前任 

八 田 主 税 
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パブリック・コメント手続の実施概要 

 

調布市総合交通計画改定版（素案）に対するパブリック・コメント手続の実施結果 

 

１ 意見募集の概要 

(1) 意見の募集期間 令和４年１２月２０日（火）～令和５年１月１９日（木） 

(2) 周知方法    市報ちょうふ令和４年１２月２０日号及び市ホームページ 

(3) 資料の閲覧場所 市役所７階交通対策課，公文書資料室，神代出張所，中央図書館及び（染地

分館を除く）各図書館分館，各公民館，教育会館１階，（染地を除く）各地域

福祉センター，みんなの広場（文化会館たづくり１１階），市民活動支援セン

ター（市民プラザあくろす２階） 

(4) 意見の提出方法 氏名，住所，御意見を記入し，直接又は郵送，ＦＡＸ，Ｅメールで市役所交

通対策課まで提出 

※ 資料の閲覧場所に設置する意見提出箱への提出も可 

２ 意見募集の結果概要 

(1) 意見提出件数 ２１件（４人） 

(2) 提出意見の内訳 

 ア 序章に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件 

 イ 第１章に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 

 ウ 第２章に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

 エ 第３章に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０件 

 オ 第４章に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

 カ 全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 

 キ その他意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件 
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用語集 

 用語 解説 

あ行 IoT（＝Internet of 

Things） 

様々な物がインターネットにつながること，インターネットにつなが

る様々な物を指す。 

ICT（＝Information 

& Communications 

Technology） 

情報通信技術のこと。 

アプリ アプリケーションソフトウェアの略称のこと。目的にあった作業をす

る応用ソフトウェアとして，主にスマートフォンに導入される。 

運行情報システム GPS等を用いてバスの位置情報を収集し，バス停の表示板や携帯電話，

パソコンに情報提供するシステムのこと。渋滞や雨等の理由によりバス

が遅れた際，待ち時間が予想できないなどの不満を解消できる。 

AI（＝Artificial 

Intelligence） 

人工知能のこと。 

エコドライブ 燃料消費量やCO２排出量を減らし，地球温暖化防止につなげる運転技

術や心がけのこと。 

※ 警察庁，経済産業省，国土交通省，環境省で構成するエコドライブ

普及連絡会が推奨すべきエコドライブの取組をエコドライブ 10 のす

すめとして広報啓発している。 

エコ通勤優良事業所

認証制度 

エコ通勤に関する意識が高く，エコ通勤に関する取組を自主的かつ積

極的に推進している事業所を「エコ通勤優良事業所」として公共交通利

用推進等マネジメント協議会が認証する制度のこと。 

SDGs（Sustainable 

Development Goals） 

持続可能な開発目標のこと。「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であ

り，2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられた。2030年を達成年

限とし，17のゴールと169のターゲットから構成されている。 

か行 外出率 ある地域における居住人口に対する外出人口の割合のこと。 

カーフリーデー 排出ガス，渋滞，事故，騒音など自動車の利用が都市の安全や環境に

与える影響に関心を持ち，望ましい都市交通の在り方を考えるための社

会啓発活動のこと。毎年 9 月 22 日をカーフリーデーとして世界各地で

イベントが開催されている。 

※ 平成10（1998）年にフランスで始まり，平成12（2000）年からは欧

州連合（EU）の取組として行われている。 

グリーンスローモビ

リティ 

時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移

動サービスで，その車両も含めた総称のこと。導入により，地域が抱え

る様々な交通の課題の解決や低炭素型交通の確立が期待される。 
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公共交通分担率 利用する交通手段のうち，鉄道（モノレールなどを含む）と路線バス

が占める割合のこと。 

※ 本計画では，代表交通手段における割合を指す。 

公共サイン 公的機関が公共空間に設置する，まちの地理や方向，施設の位置等に

関する情報を人々に提供する媒体としての標識や地図，案内誘導板等の

総称のこと。 

交通結節点 電車，バス，タクシー，自動車，自転車等の様々な交通手段の接続が

行われる乗換拠点のこと。具体的には，鉄道駅，バスターミナル，駅前

広場等がある。 

高齢化率 総人口に対する６５歳以上の人口の割合のこと。 

心のバリアフリー 高齢者，障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため

に，施設整備だけでなく，高齢者，障害者等の困難を全ての人々が自ら

の問題として意識し，相互に理解を深めようと積極的に協力すること。 

混雑度 道路の交通容量に対する交通量の比のこと。 

※ 道路の交通容量とは，道路条件や交通条件のもとで，一定の時間内

に，道路を通過できる自動車の最大数のこと。 

さ行 サイン 屋内外に設置する案内用視覚表示設備のこと。歩行者用の一般的なサ

インは，「案内地図サイン」，「誘導サイン」，「位置サイン」，「規制サイ

ン」，「説明サイン」に分類することができる。 

シェアサイクル 都市内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用できる利便

性の高い交通システムのこと。公共交通の機能を補完し，観光振興や地

域の活性化等に資するなど，公共的な交通としての役割を担っている。 

シニアカー 主に高齢者向けの四輪又は三輪の一人乗り電動カートのこと。「ハン

ドル形電動車いす」，「シニアカー」，「電動スクーター」などと呼ばれて

いる。 

※ 道路交通法では，（車いすに乗った）歩行者として位置付けられる。 

スマートシティ ICT等の新技術を活用しつつ，マネジメント(計画，整備，管理・運営

等)の高度化により，都市や地域の抱える諸課題の解決を行い，また，新

たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域であり，Society 5.0の

先行的な実現の場と定義されている。 

生活関連経路 生活関連施設相互間の経路のこと。 

※ 生活関連施設とは，高齢者，障害者等が日常生活又は社会生活にお

いて利用する旅客施設，官公庁施設，福祉施設その他の施設のこと。 

ZEH（＝Net Zero 

Energy House） 

エネルギー収支をゼロ以下にする家のこと。つまり，家庭で使用する

エネルギーと，太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして，1年

間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家である。 
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ZEB（＝Net Zero 

Energy Building） 

快適な室内環境を実現しながら，建物で消費するエネルギーをゼロに

することを目指した建物のこと。 

ZEV（＝Zero 

Emission Vehicle） 

走行時にCO２等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃料電池自

動車（FCV），プラグインハイブリッド自動車（PHV）のこと。 

ゼロカーボンシティ 2050年にCO２（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を首長

自らが又は地方自治体として公表された地方自治体のこと。 

Society5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融

合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する，人

間中心の社会（Society）のこと。狩猟社会（Society 1.0），農耕社会

（Society 2.0），工業社会（Society 3.0），情報社会（Society 4.0）

に続く，新たな社会を指すもので，第５期科学技術基本計画において我

が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されている。 

ソフト施策 考え方，システム，制度など主に運用に関するもの。 

※ ハードは，道路や建築物，設備など主に施設に関するもの。 

た行 代表交通手段 出発地から目的地までの一つの移動において，複数の交通手段を利用

したときの主な交通手段のこと。主な交通手段の優先順位は，鉄道，バ

ス，自動車，自動二輪車，自転車，徒歩の順である。 

地域公共交通計画 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）

に定める計画のこと。すなわち，市町村にあっては単独で又は共同して，

都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して，当該市

町村の区域内について，地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画のこと。 

端末交通手段 複数の交通手段を利用するトリップに関して，代表交通手段に接近す

る（から遠ざかる）交通のこと。鉄道を利用する場合では，駅まで(か

ら)の徒歩やバスなどの交通がこれに当たる。 

テレワーク ICTを活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。

Tele（離れて）とWork（仕事）を組み合わせた造語で，本拠地のオフィ

スから離れた場所で，ICTを使って仕事をすること。 

特定事業 移動等の円滑化のために必要な施設の整備等に関する事業のこと。公

共交通特定事業，道路特定事業，路外駐車場特定事業，都市公園特定事

業，建築物特定事業，交通安全特定事業及び教育啓発特定事業がある。 

特定事業計画 移動等円滑化基本構想に定められた事業に基づき，各施設設置管理者

等がその事業を実施するために具体的な事業内容や計画期間等を定め

た計画のこと。 

都市計画道路 都市の骨格を形成し、都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保す

るため，都市計画法に定める都市施設として都市計画決定された道路の

こと。 
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土地区画整理事業 道路，公園，河川等の公共施設を整備・改善し，土地の区画を整え宅

地の利用の増進を図る事業のこと。 

トリップ 人がある目的をもって，ある地点からある地点へと移動する単位のこ

と。1回の移動でいくつかの交通手段を乗換えても1トリップと数える。 

トリップエンド トリップの出発点と到着点のこと。ひとつのトリップには必ず２つの

トリップエンドがある。 

な行 ネット原単位 外出した人1人の1日当たりトリップ数の平均値のこと。地域の全居

住者の総トリップ数を外出した人口で除したもの。 

乗合タクシー 9人以下の不特定の旅客を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車の

こと。 

ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降口の段差をなくしたバスのこと。 

は行 発生集中量 発生量（あるゾーンを起点とするトリップの合計量）と集中量（ある

ゾーンを終点とするトリップの合計量）の総和のこと。 

パーソントリップ調

査 

どのような人が，いつ，何の目的で，どこからどこまで，どのような

交通手段で移動したかについて，１日のすべての動きをとらえる調査の

こと。 

パブリック・コメン

ト手続 

調布市パブリック・コメント手続条例（平成26年調布市条例第24号）

に定める手続のこと。すなわち，策定，制定又は改廃をしようとする政

策等の案等を公表して市民から意見を募集し，提出された意見を十分に

考慮して政策等の策定等をするとともに，当該意見及びこれに対する実

施機関の考え方等を公表する一連の手続のこと。 

バリアフリー 高齢者・障害者等が社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となる

ものを除去（フリー）すること。物理的，社会的，制度的，心理的な障

壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。 

ピクトグラム 不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設，観光施設等に

おいて，文字・言語によらず対象物，概念または状態に関する情報を提

供する図形で，案内用図記号を指す。視力の低下した高齢者や障害のあ

る方，外国人観光客等も理解が容易な情報提供手法として，日本を含め

世界中の公共交通機関，観光施設等で広く掲示されている。 

HEMS（＝Home Energy 

Management System） 

家庭における省エネルギーを目的として，住宅等で消費するエネルギ

ー需要を管理するシステムのこと。 

BEMS（＝Building 

Energy Management 

System） 

オフィスビル等において，機器·設備等で 消費するエネルギーを管理

し，削減を図るためのシステムのこと。 

ま行 MaaS（＝Mobility as 

a Service） 

スマートフォンアプリ等により，複数の公共交通サービスや移動サー

ビスを組み合わせ，検索・予約・決済等を一括して行うサービスのこと。 
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や行 ユニバーサルデザイ

ン 

障害の有無，年齢，性別，人種などにかかわらず多様な人々が利用し

やすいよう，都市や生活環境をデザインする考え方のこと。 

ユニバーサルデザイ

ンタクシー 

高齢者，車いす使用者，ベビーカー利用の親子連れ，妊娠中の方など，

誰もが利用しやすいタクシーのこと。 

ら行 立地適正化計画 都市再生特別措置法に定める計画のこと。すなわち，都市計画法に規

定する都市計画区域内の区域について，都市再生基本方針に基づき，住

宅及び都市機能増進施設（医療施設，福祉施設，商業施設その他の都市

の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって，都市機能の

増進に著しく寄与するものをいう。）の立地の適正化を図るための計画

のこと。 

旅行速度 移動に要した時間のこと。信号待ちや交通渋滞による停止を含む。 

連続立体交差事業 鉄道を連続的に高架化又は地下化することにより，道路と鉄道の連続

立体交差化を図る事業のこと。 
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